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あ

亜鉛【あえん】
酸性の飲料などを入れると溶け出し、
中毒を引き起こすことがある。

悪性新生物（がん）【あくせいしんせい
ぶつ】
身体の中にできた細胞のかたまりを
「腫瘍」といい、そのうち悪性のものを
悪性新生物（がん）という。

あく抜き【あくぬき】
食品の苦味やえぐみなどを、下処理の
段階で取り除くこと。わらびやぜんま
いなどは、灰や重曹を入れた水に浸け
る。れんこん、ごぼう、うどなどは酢
水に浸ける。

揚げる【あげる】
液状の油脂を熱し、その中で食品を加
熱する調理操作。揚げ物は180℃前後
の高温で加熱され、この間、食品と衣
では脱水と吸油が行われる。

圧搾【あっさく】
食品に力を加えて液体を絞り出したり
別々の食品に圧力をかけて変形させた
りする調理操作。

アニサキス【あにさきす】
さばやあじなど、魚介類が原因食品。
2022（令和4）年に発生した食中毒事
件で、もっとも発生件数が多かった。
なお、酸に対して抵抗性がある。

アノイリナーゼ【あのいりなーぜ】
貝類や淡水魚がもっていることがある
ビタミンB1の分解酵素。加熱すると活
性がなくなる。

アフラトキシン【あふらときしん】
こうじかびが生み出す毒素で、発がん
性がある。ナッツ類や穀類、乾燥果実、
牛乳などでの汚染確認例がある。

アミノカルボニル反応【あみのかるぼに
るはんのう】
牛乳を長時間加熱することにより、た
んぱく質と糖が結びついて褐色化する
ことをいう。

アミノ酸価【あみのさんか】
ヒトが体内でつくれない必須アミノ酸
がどれだけバランスよく含まれている
かを示す指標のこと。アミノ酸スコア。
食品に含まれる必須アミノ酸のうち、
もっとも不足している必須アミノ酸
（第1制限アミノ酸）が基準値をどれだ
け満たしているかを算出したもの。ア
ミノ酸スコアが100に近い数であるほ
ど理想的で、良質なたんぱく質が含ま
れているといえる。

アミロース【あみろーす】
でんぷんの成分。粘性が弱い。

アミロペクチン【あみろぺくちん】
でんぷんの成分。粘性が強い。もち米
に含まれるでんぷんはほぼ100％アミ
ロペクチン。

アラキドン酸【あらきどんさん】
肉、卵、魚、母乳に含まれる。

イオン（電解質）【いおん（でんかいし
つ）】
水などの溶媒に溶かしたとき、正と負
に分かれて電気伝導性をもつ物質。正
の電荷をもつイオンを陽イオン、負の
電荷をもつイオンという。

石狩鍋【いしかりなべ】
北海道の郷土料理。さけと野菜などを、
味つけしただし汁で煮込む鍋料理。

いずみや【いずみや】
愛媛の郷土料理。塩と酢でしめた小魚
に、味つけしたおからを詰めたすし。

イタイイタイ病【いたいいたいびょう】
富山県の神通川流域で第2次世界大戦
のころから発生。手足の骨がもろくな
り、激しい痛みがともなうことからイ
タイイタイ病と名づけられた。

一酸化炭素中毒【いっさんかたんそちゅ
うどく】
一酸化炭素は無色・無臭で毒性が強い。
気がつかないうちに頭痛や吐き気、耳
鳴りなどの中毒症状を起こし、死に至
る場合もある。

一般飲食物添加【いっぱんいんしょくぶ
つてんか】
通常は食品として用いられながら食品
添加物としても使用されるもの。

一般公衆衛生行政【いっぱんこうしゅう
えいせいぎょうせい】
地域社会と、そこで暮らす家庭の生活
全般が対象。

一般食（一般治療食）【いっぱんしょく
（いっぱんちりょうしょく）】
特別な制限などがない食事。栄養的な
配慮によって治療効果を間接的に高め
る目的がある。

いぶりがっこ【いぶりがっこ】
秋田の郷土料理。煙でいぶした大根を
使ったたくあん漬け。

医薬・生活衛生局【いやくせいかつえ
いせいきょく】
医薬品、医薬部外品、化粧品・医療機
器および再生医療等製品の品質、有効
性・安全性の確保対策のほか、血液事
業、麻薬・覚せい剤対策、食品安全確
保による国民の健康の保護、理・美容
店などの生活衛生関係営業振興策、シ
ックハウス対策、水道の整備等を担当
する。

飲食を介して起こる感染症【いんしょくを
かいしておこるかんせんしょう】
感染症法第6条で1～5類に分類され
ている感染症のうち、飲食を介して起
こる感染症を指す。

インスリン【いんすりん】
膵臓から分泌されるホルモンの一種。
血糖値を直接的に下げることができる
唯一のホルモン。

インディカ米【いんでぃかまい】
細長く、砕けやすい。炊いても粘りが
出にくい。
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ウイルス性食中毒【ういるすせいしょくち
ゅうどく】
ウイルスによって発症する食中毒の総
称。病原性を有するウイルスが蓄積し
ている食品を飲食したり感染者が触る
などして付着したウイルスを食品と一
緒に摂取したりすることで起こる。お
もな原因にはノロウイルス、B型肝炎
などがある。

ウェットシステム（湿式）【うえっとしすてむ
（しっしき）】
床が常に濡れた状態になるシステム。
調理や洗浄時に床に水等がこぼれるの
を気にせずにすむ、水をまいて一気に
清掃できるというメリットがある。反
面、湿気が多くなるので細菌が繁殖し
やすくなる。

ウェルシュ菌【うぇるしゅきん】
ヒトの腸管内など自然界に広く分布す
る偏性嫌気性の細菌。食品に付着して
いたウェルシュ菌が腸管内で増殖する
と、芽胞形成時にエンテロトキシンと
いう毒素が産生され、この毒素によっ
て食中毒が起こる。

ウェルシュ菌芽胞【うぇるしゅきんめほう】
食中毒の原因となる。おもに100℃で
1～6時間加熱しても生残する耐熱性。
嫌気性。

うずみ【うずみ】
広島の郷土料理。だし汁で煮た具材を
ごはんにうずめた料理。

衛生微生物【えいせいびせいぶつ】
微生物のうち、ヒトにとって有害なも
のを総称していう。いわゆるカビや酵
母などの真菌、細胞分裂しながら増殖
する細菌、そのほかリケッチアやウイ
ルスなどがある。

栄養【えいよう】
食品に含まれる化学物質（栄養素）を
摂取し、体内でそれを成長や健康の維
持・増進などのために利用すること。

栄養機能食品【えいようきのうしょくひん】
特定の栄養成分の補給のために利用さ
れ、栄養成分の機能を表示する食品の
こと。個別の許可申請を行う必要はな
い。

栄養素【えいようそ】
栄養という一連の活動のために、食品
から摂取する物質をいう。

液卵【えきたまご】
卵を割って中身だけを取り出し、攪拌、
低温殺菌などの加工を行った製品。

エステル【えすてる】
酸とアルコールから、水分子が分離し
て生成する化合物の総称。

江戸患い【えどわずらい】
現代でいう「脚気」という疾患のこと。
白米食の定着により、玄米に含まれて
いたビタミンB1が不足したこと、一汁
一菜が基本でおかずの量も数も少なか
ったことなどが原因で、都市部を中心
に流行した。

エネルギー代謝【えねるぎーたいしゃ】
食品から摂取した炭水化物（糖質）、た
んぱく質、脂質が、体内で分解・合成
されてエネルギーをつくり出すしくみ
のこと。

嚥下【えんげ】
食べ物を飲み込み、口から胃へ運ぶま
での一連の動作をいう。

黄疸【おうだん】
皮膚や白目が黄色くなる状態をいう。

オーギュスト・エスコフィエ【おーぎゅすと
・えすこふぃえ】
現代フランス料理の祖。フランス料理
の簡素化と近代化を進めた。

オゾン層破壊【おぞんそうはかい】
地上から約10～50km上空の成層圏で
層を成し、太陽から届く有害な紫外線
を防ぐ役割をもつ。しかし、フロンガ
スなどにより破壊されると、有害な紫
外線が地上に届くようになり、人間の
身体や動植物に深刻な健康被害をおよ
ぼす。

オタワ憲章【おたわけんしょう】
健康づくりのためのオタワ憲章。
1986年に世界保健機関によって作成
され、健康増進（ヘルスプロモーショ
ン）を定義した。

おっきりこみ【おっきりこみ】
群馬の郷土料理。小麦でつくった幅広
の麺を野菜とともに煮込む料理。

落としぶた【おとしぶた】
煮物をつくるときなど、材料のうえに
かぶせる鍋の直径よりも小さいふたの
こと。アルミホイルで代用できる。

お平【おひら】
福島の郷土料理。川魚のハヤとごぼう、
まいたけ、昆布などの煮物。

オレイン酸【おれいんさん】
動物脂肪ではラード・牛脂、植物性油
脂ではオリーブ油・つばき油に多く含
まれる。

温室効果ガス【おんしつこうかがす】
二酸化炭素やメタン、フロンガスなど
のこと。

か

加圧加熱殺菌法（レトルト殺菌法）【か
あつかねつさっきんほう】
レトルト食品などに用いられる保存法。
レトルトパウチなど熱に強い特殊な袋
に食品を入れて密封し、100℃以上で
加圧加熱して殺菌する。

壊血病【かいけつびょう】
血管がもろくなり全身に出血が起こり
やすくなる。

介護保険制度【かいごほけんせいど】
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕
組みとして創設された。

会席料理【かいせきりょうり】
江戸後期に町人の間で盛んになった、
お酒を楽しむための料理。

改善措置【かいぜんそち】
モニタリングの結果、管理基準が逸脱
していた場合に採られるべき対策。

外部加工品【がいぶかこうひん】
外部の食品加工業者の調理済み食品を
利用する方法。既製品をそのまま利用
する場合と、生産を委託する場合があ
る。
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化学的危害【かがくてききがい】
食品に潜む有害な食品添加物や農薬の
ほか、ヒ素、鉛、亜鉛、カドミウムの
ような有害金属などによって健康を損
なう危害。

科学的知見【かがくてきちけん】
学術研究の結果で検証されたデータの
こと。エビデンス。

書換交付【かきかえこうかん】
免許証の記載事項に変更があった場合
に、許可証の書き換えを希望する場合
の申請のこと。

隠し包丁【かくしぼうちょう】
食品の姿や形を保ちながら、火のとお
りや味のしみこみをよくするため、包
丁で食材に切り込みを入れることをい
う。多くの場合、盛りつけたときに見
えない部分に切り目を入れることから
「隠し包丁」という。

学童期【がくどうき】
およそ6～11歳。

加工助剤【かこうじょざい】
最終的に食品には残存していない食品
添加物のこと。

加工乳【かこうにゅう】
生乳にバターや脱脂粉乳、クリームな
どのほかの乳製品を加えて、成分調整
したもの。

果実類【かじつるい】
ビタミンCや糖質、無機質が豊富で、
生で食べられる。レモン、みかんなど
のかんきつ類と、りんご、もも、さく
らんぼなどのかんきつ類以外に分けら
れる。それぞれ特有の香りや酸味があ
るのに加え、砂糖と一緒に煮ると固ま
るペクチンが含まれる。

可食部【かしょくぶ】
食品全体から皮やへたなどの廃棄箇所
を取り除いた部分。

加水分解【かすいぶんかい】
化学物質が水に反応した結果、化学分
解が起きて別の化合物が発生する現象
をいう。

カゼイン【かぜいん】
牛乳やチーズなどに含まれるたんぱく
質の一種。

片刃【かたは】
包丁の刃の形状で、刃が片方だけにつ
いているものをいう。切り口の片方に
だけ力が加わるため、刺身のように、
かたまりを端から切っていくのに適し
ている。

学校教育法【がっこうきょういくほう】
第2次世界大戦後の日本の新しい学校
制度の基本を定めた法律。1947（昭和
22）年に施行された。

学校保健安全法【がっこうほけんあんぜ
んほう】
学校における児童生徒及び職員の健康
の保持増進を図るための法律。1958
（昭和33）年に施行された。

学校保健行政【がっこうほけんぎょうせ
い】
学校生活を送る幼児・児童・生徒・学
生・教職員などの健康の保持増進を図
る。食中毒や感染症の予防・対策など
も含む。

学校保健統計調査【がっこうほけんとう
けいちょうさ】
学校保健安全法に基づいて実施される
健康診断の結果をもとに行われる、児
童等の発育状態や健康状態に関する調
査のこと。

活動代謝【かつどうたいしゃ】
日常の活動や運動で消費されるエネル
ギーのこと。

家電リサイクル法【かでんりさいくるほう】
家電に含まれている有用資源や材料の
再利用に関する法律。正式な法律名は
「特定家庭用機器再商品化法」。2001
（平成13）年から施行された。

からしれんこん
熊本の郷土料理。れんこんの穴にから
しを詰めて揚げた料理。

カロテン【かろてん】
ビタミンAのこと。厳密にはプロビタ
ミンA。

肝炎【かんえん】
肝臓の細胞に炎症が起こり、肝細胞が
破壊されていく疾患。

環境衛生【かんきょうえいせい】
環境は、空気、気温、湿度、太陽光線、
水などの自然環境と街、住居、衣服、産
業、交通、食品などの人為的環境に大
きく分けられる。こうした環境を衛生
面でよりよくし、人々の健康の維持・
増進を図る取り組みのこと。人間の健
康や疾病について周辺の環境に注目し、
その改善を目指すことをいう。

環境保健行政【かんきょうほけんぎょうせ
い】
公害の防止や自然環境の保護・整備な
ど、人の健康の保持・増進のために生
活環境の保全に取り組んでいる。

肝硬変【かんこうへん】
肝臓に慢性的に炎症が起こり、肝臓が
硬くなった状態をいう。

乾式加熱【かんしきかねつ】
加熱調理操作の一種で、水を媒体とせ
ずに熱を伝える。焼く、炒める、揚げ
るなど。

感受性【かんじゅせい】
感染を受ける可能性のこと。

感受性宿主【かんじゅせいやどぬし】
感染症にかかりやすい人のこと。感染
症に対する免疫力や抵抗力を高めるこ
とで、感染を予防する。
感染経路【かんせんけいろ】
病原体が新たな宿主に伝わる経路のこ
と。

感染源【かんせんげん】
感染症の原因となる微生物（細菌、ウ
イルスなど）を含んでいるもの。

感染症【かんせんしょう】
病原体（微生物）が身体に侵入して繁
殖することで引き起こされる疾病のこ
と。
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感染症法【かんせんしょうほう】
正式名称は「感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律」。
1998年（平成10）に制定、1999（平
成11）年4月に施行された。「感染症予
防法」ともいわれる。

完全食品【かんぜんしょくひん】
それだけで健康と成長に必要な栄養素
をすべて摂取できる食品のこと。炭水
化物とビタミンCを除き、すべての栄
養素を豊富に含んでいる鶏卵は代表的
な完全食品である。

感染侵入型【かんせんしんにゅうがた】
食品に付着した原因細菌が生きたまま
体内に入り、腸管内で増殖して発症す
る食中毒。細菌そのものが原因となる
食中毒のこと。

感染毒素型（細菌性食中毒）【かんせん
どくそがた】
毒素が体内で産生されて起きる食中毒。
食品に付着した原因細菌が体内に入り、
腸管内で増殖したり、芽胞を形成した
りするときに産生した毒素によって発
症する食中毒。

肝臓病【かんぞうびょう】
急性肝炎、肝硬変、肝がんなどがある。

乾燥法【かんそうほう】
食品を乾燥させることで微生物の繁殖
を抑え、保存する方法。食品によって
異なるが、水分を15％以下にするのが
一般的。

カンピロバクター・ジェジュニ／コリ食中
毒【かんぴろばくたー・じぇじゅに／こり
しょくちゅうどく】
鶏や牛などの腸管内にいる細菌で、微
好気的条件下でのみ発育し、芽胞は形
成しない。4℃以下の低温でも長く生
存し、少量の菌数でも発病する。

管理基準【かんりきじゅん】
重要管理点を適切に管理するための基
準のこと。温度管理や消毒方法、時間
など。

基礎代謝【きそたいしゃ】
安静にしていても消費される、生きて
いくうえで最低限必要なエネルギーの
こと。

既存添加物【きぞんてんかぶつ】
長年使用されてきて例外的に使用が認
められている食品添加物。

機能性表示食品【きのうせいひょうじしょ
くひん】
「体脂肪を減らす働きをする」「食後の
血糖値の上昇を抑える」といった特定
の保健の目的が期待できることが企業
によって確認され、その機能性が表示
された食品。2015（平成27）年4月
に新しくはじまった「機能性表示食品」
制度により、企業が安全性および機能
性を科学的根拠に基づいて確認し、企
業が食品関連業者の責任において消費
者庁長官に届け出を行えば、機能性を
表示できるようになった。

基本五味【きほんごみ】
「甘味」、「塩味」、「酸味」、「苦味」の4
種類に「うま味」を加えた5つの基本
的な味。

逆性石けん【ぎゃくせいせっけん】
手指や皮膚の消毒剤、医療用具の消毒
薬、住居用洗剤などに使われる、陽イ
オン性界面活性剤の1つ。石けんと混
ぜて使うと中和され、効果がなくなる。

キャビア【きゃびあ】
チョウザメの卵巣を塩漬けにし、ほぐ
したもの。

キャリーオーバー【きゃりーおーばー】
少量すぎて効果が発揮されない食品添
加物のこと。

吸収【きゅうしゅう】
消化管内で吸収されやすい形に分解さ
れた食品が、腸粘膜を経て血液やリン
パ液に取り込まれること。

急速冷却【きゅうそくれいきゃく】
90分間以内に中心温度が3℃以下に
なるまで冷却すること。

牛なべ【ぎゅうなべ】
牛肉をみそ、しょうゆ、ねぎ、豆腐な
どを加えて鍋で煮た料理。現在のすき
焼きの原型。西洋料理のような堅苦し
い作法が必要ないうえに、文明開化の
香りがするということで、明治～大正
時代にかけて、若い学生の間でとくに
人気となった。

供応料理【きょうおうりょうり】
客人をもてなすための料理や酒をいう。
「饗応」と書くことも。

供給熱量自給率【きょうきゅうねつりょうじ
きゅうりつ】
食料自給率の計算方法の1つ。基礎的
な栄養価であるエネルギー（カロリー）
に着目し、国民に供給される熱量（総
供給熱量）に対する国内生産の割合を
示す。カロリーベースの自給率ともい
う。

魚しょう【ぎょしょう】
魚介類からつくられるしょうゆ。秋田
県のしょっつる、石川県のいしる、ベ
トナムのニョクマム、タイのナンプラ
ーなど。

魚油【ぎょゆ】
魚から採れる油で、動物性油脂に分類
されるが、多価不飽和脂肪酸を多く含
むことから植物性油脂と同等に扱われ
る。

漁労【ぎょろう】
魚貝や海藻などの水産物を獲ること。

空気感染【くうきかんせん】
病原体が含まれた飛沫などが乾燥した
ものが空気中に浮遊し、それを吸い込
んでしまい、感染する。あるいは、病
原体が付着したほこり・ちり、土壌で
感染する。

駆除【くじょ】
害虫や病原菌などを取り除くこと。追
い払ったり殺したりして遠ざける。

クックサーブ【くっくさーぶ】
食材を加熱調理後、冷凍または冷蔵せ
ずに運搬し、すみやかに提供すること
を前提とした調理方式。

4



2024年版 一発合格!  よくわかる調理師試験  テキスト＆問題集

用語集

クックチル【くっくちる】
通常の方法で加熱調理した料理を、冷
水または冷風で急速冷却したあと、冷
蔵（3℃以下）で運搬・保管し、再加
熱して提供するシステム。

クックフリーズ【くっくふりーず】
クックチルシステムの急速冷却の工程
からさらに冷却を続け、最終的に-18
℃以下で保存し、再加熱して提供する
システム。

グラム陰性【ぐらむいんせい】
グラム染色法により、紫色に染まる細
菌をグラム陽性（菌）、染まらないもの
をグラム陰性（菌）という。グラム陰
性は芽胞をつくらず、熱に弱い菌。グ
ラム陽性菌は、芽胞をつくり、熱に強
い菌。

グリコーゲン【ぐりこーげん】
身体を動かすエネルギー源が含まれて
いる。

グルタミン酸菌【ぐるたみんさんきん】
食用の細菌類の一種。化学調味料の製
造に利用される。

グルテン【ぐるてん】
小麦に水を加えてこねた、弾力のある
かたまりのこと。グリアジンとグルテ
ニンが結びついたもの。ねばりと弾力
性が特徴。パンやケーキ、天ぷらなど
に利用される。

クレチン病【くれちんびょう】
先天性甲状腺機能低下症の通称。生ま
れつき甲状腺ホルモンが欠乏している
ことで起こる。

経口感染症【けいこうかんせんしょう】
病原体に汚染された食品や水を口にし
たり感染者が接触したものを口に含ん
だりして起こる感染症。間接伝播に分
類される。

景品表示法【けいひんひょうじほう】
「不当景品類および不当表示防止法」。
消費者がよい商品・サービスを安心し
て選べる環境を守ることを目的に、
1962（昭和37）年に施行された法律。
同法では、商品・サービスの品質、内
容、価格などを偽って表示することを
厳しく規制するとともに、過大な景品
類の提供を禁止している。ホテルや百
貨店、レストランなどが提供するメニ
ューや料理などの表示はすべて同法の
対象となる。不当表示には大きく分け
て、優良誤認表示、有利誤認表示、そ
のほかの3種類がある。

ゲイメ【げいめ】
羊肉と豆のトマト煮込み。

血中LDLコレステロール【けっちゅうえる
でぃえるこれすてろーる】
肝臓でつくられたコレステロールを全
身へ運ぶ役割を担っているが、増えす
ぎると動脈硬化を起こし、心筋梗塞や
脳梗塞の引き金となる。いわゆる「悪
玉コレステロール」のこと。

ケの日【けのひ】
日常の日のこと。この日の食事は、手
に入りやすい食材で構成された日常食
で、それぞれの地域の庶民の生活文化
の実態を反映しているのが特徴。食べ
方の作法や意識に、日本人独自の食文
化が根強く残っている。

検疫所【けんえきじょ】
検疫とは、海外から感染症や病害虫な
どが、国内にもち込まれたり国内から
海外にもち出されたりすることを防ぐ
ための検査で、それを行う厚生労働省
の施設等機関を「検疫所」という。

検疫法【けんえきほう】
外来の病原体が、日本国内に侵入する
のを防ぐための法律。海外線旅客機の
検疫などが規定されている。

健康増進法【けんこうぞうしんほう】
生活習慣に関する知識の普及と、国民
の健康増進を図るための法律。2003
（平成15）年5月より施行。そののち、
2018（平成30）年に「健康増進法の
一部を改正する法律」（「改正健康増進
法」）が制定され、2020（令和2）年
に全面施行となった。

健康日本21【けんこうにほん21】
国民の健康の増進の総合的な推進を図
るための基本的な方針。栄養、食生活、
身体活動、運動、休養・こころの健康
づくり、たばこ、糖尿病、循環器病、が
んの9つの分野を設定し、それぞれで
目標を設定している。

検食【けんしょく】
検食には次の2つの意味がある。①「学
校給食衛生管理基準」に基づいて給食
責任者が行う、異物混入や異臭の確認、
加熱処理の適切性のチェック　②食中
毒などの原因究明。

元素【げんそ】
物質を構成する、もっとも基本的な成
分をいう。これまでに発見されている
元素は全部で118ある。なお、人体の
元素は、ごく微量なものを含めると約
60種になる。

ゴイクン【ごいくん】
生春巻き。

公害【こうがい】
環境基本法第2条より、「事業活動その
他の人の活動にともなって生ずる相当
範囲にわたる①大気汚染、②水質汚濁、
③土壌汚染、④騒音、⑤振動、⑥地盤
の沈下、⑦悪臭によって、人の健康ま
たは生活環境に係る被害が生ずるこ
と」と定義されている。

後期高齢者医療制度【こうきこうれいし
ゃいりょうせいど】
75歳以上の高齢者が加入する。後期高
齢者医療制度は、都道府県内の全市町
村が加入する広域連合が主体となって
運営している。

5



2024年版 一発合格!  よくわかる調理師試験  テキスト＆問題集

用語集

合計特殊出生率【ごうけいとくしゅしゅっ
しょうりつ】
1人の女性が一生の間に産む子どもの
数。

高血圧症【こうけつあつしょう】
診察室でくり返し血圧を計測したとき、
最高血圧が140mmHg以上、あるいは、
最低血圧が90mmHg以上のとき、高
血圧と診断される。動脈硬化や心臓病、
脳血管疾患（脳卒中）を引き起こす原
因となる。

交差汚染【こうさおせん】
調理済みの食品が、材料と交わること
によって汚染されること。

こうじ（麹）
蒸した米や麦、大豆などにこうじ菌を
付着させ、培養したもの。

公衆衛生学【こうしゅうえいせいがく】
疫学、生物統計学、医療制度がおもな
区分であり、環境、社会、職業、食品
に関する衛生も重要な分野となる。

公衆衛生活動【こうしゅうえいせいかつど
う】
健康増進のために行われる組織的な活
動のこと。

構成素【こうせいそ】
5大栄養素の働きの1つ。血、肉、骨
などの身体の組織をつくる。たんぱく
質、無機質、脂質が該当する。

合成調理器【ごうせいちょうりき】
スライサー。野菜の切砕を行う機械。

酵母類【こうぼ】
菌の一種。アルコール発酵作用をもち、
糖質を発酵させてアルコールと炭酸ガ
スにする。さまざまな種類があり、清
酒、ビール、ワイン、ウイスキー、み
そ、しょうゆ、パンなど、多くの食品
の加工に利用される。ビタミンB1、B2、
無機質が豊富。

高齢医療確保法【こうれいいりょうかくほ
ほう】
2008（平成20）年に施行された「高
齢者の医療の確保に関する法律」のこ
と。これに基づき、生活習慣病予防の
観点から、40歳以上75歳未満の被保
険者と被扶養者に対して特定健康診査
・特定健康保険が実施されている。

高齢化率【こうれいかりつ】
総人口、または、ある地域の人口に、
65歳以上の高齢者人口が占める割合。

高齢者保健【こうれいしゃほけん】
高齢者の健康の維持・増進や、適切な
医療の確保を図るための取り組み。

コーデックス委員会【こーでっくすいいん
かい】
国連食糧農業機関（FAO）と世界保健
機関（WHO）の合同機関。

糊化【こか】
α化ともいう。β-でんぷんがα-でん
ぷんに変化すること。β-でんぷんは
生のでんぷんのことで、そのままでは
食べられないが、水を加えて温度を上
げていくと、でんぷんが水を吸収して
膨らみ、60～75℃以上の温度が続く
とねばりが出て透明な糊状になる。糊
化した状態のでんぷんをα-でんぷん
という。

国勢調査【こくぜいちょうさ】
日本に住んでいるすべての人および世
帯を対象とする国のもっとも重要な統
計調査。国内の人口や世帯の実態を明
らかにするため、5年ごとに行われる。

国民健康・栄養調査【こくみんけんこう
・えいようちょうさ】
健康増進法に基づき、厚生労働省が毎
年11月に実施している、国民の栄養等
の摂取状況と身体状況の調査。調査の
結果は、国民の健康の増進の総合的な
推進を図るための基礎資料となる。身
長、体重、血圧などの身体状況に関す
る事項、食事の状況やエネルギーおよ
び栄養素等摂取状況に関する事項、食
習慣、運動習慣、休養習慣、飲酒習慣、
歯の健康保持習慣などの生活習慣の状
況に関する事項があり、国民の健康の
増進の総合的な推進を図るための基礎
資料として使われる。

穀類【こくるい】
米、小麦などがある。主食として食べ
られることが多く、重要なエネルギー
源。炭水化物が50～80%、たんぱく質
が4～14%含まれる。

穀類エネルギー比率【こくるいえねるぎー
ひりつ】
総摂取エネルギーに占める、穀類から
の摂取エネルギーの割合。

五葷【ごくん】
にんにく、ねぎなどの薬味。

ごさい漬け【ごさいづけ】
茨城の郷土料理。塩漬けのいわし（ま
たはさんま）とだいこんの漬け物。

甑【こしき】
古代中国を発祥とする、米などを蒸す
ための土器。現在のせいろ。

孤食【こしょく】
1日のすべての食事を1人で食べてい
る状況をいう。

個食【こしょく】
家族と一緒に食卓を囲んでいても、同
じ料理を食べず、それぞれが好きなも
のを食べること。

五節句【ごせっく】
人日（1月7日）、上巳（3月3日）、端
午（5月5日）、七夕（7月7日）、重陽
（9月9日）を五節句という。
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骨軟化症、くる病【こつなんかしょう、く
るびょう】
骨が軟化し、細くなり、もろくなる病
気を、成人の場合は骨軟化症、子ども
の場合はくる病という。

呉豆腐【ごどうふ】
佐賀の郷土料理。豆乳にくずやでんぷ
んなどを加えて固めた料理。

コフタ【こふた】
牛肉やラムのひき肉にスパイスなどを
加えてつくった肉団子。地域や国によ
ってキョフテ、コフテなどとも呼ばれ
る。

五平もち【ごへいもち】
長野の郷土料理。つぶしたうるち米を
串に刺し、みそなどをつけて焼いたも
の。

小麦【こむぎ】
主成分は炭水化物。米に比べてたんぱ
く質、脂質、ビタミンB1が多く含まれ
る。小麦に含まれるたんぱく質の主成
分はグルテンで、小麦粉はグルテンの
含有量によって強力粉、中力粉、薄力
粉に区別される。

混合栄養【こんごうえいよう】
母乳栄養と人工栄養を併用して育てる
こと。

献立【こんだて】
食べる人の健康状態や年齢・性別・経
済状況などによっても変わってくる安
全性・栄養性・し好性といった条件や
状況をふまえて、作成する食事全体の
計画を立てること。

さ

再加熱【さいかねつ】
給食では、衛生管理の面から、食材の
中心温度が75℃以上の状態で1分以
上、二枚貝などノロウイルス汚染のお
それがある食品は中心温度が85～90
℃の状態で90秒以上の再加熱が必要。

細菌性食中毒【さいきんせいしょくちゅう
どく】
病原細菌に汚染された食品を飲食した
ことが原因で発症する食中毒。気温、
湿度ともに高くなる、細菌が育ちやす
い時期に起こりやすい。

ザウアークラウト【ざうあーくらうと】
キャベツを塩漬けして乳酸発酵させた
保存食品。

サテ・アヤム【さて・あやむ】
鶏肉の串焼き。

サラマンダー【さらまんだー】
高温で焼き目、焦げ目をつける。焼き
物などに使われる。

サルモネラ属菌食中毒【さるもねらぞくき
んしょくちゅうどく】
グラム陰性の通性嫌気性菌。自然界の
あらゆるところに生息し、家畜（豚、鶏、
牛）やペット、鳥類、爬虫類、両生類
が保菌している。ヒトの体内に入って
増殖すると、サルモネラ属菌食中毒を
引き起こす。

皿鉢料理【さわちりょうり】
高知の郷土料理。かつおのたたきなど
複数の食物を大皿に盛りつけた料理。

酸塩基平衡【さんえんきへいこう】
体内での酸性物質とアルカリ性物質の
バランス。

産業医【さんぎょうい】
職場で従業員の健康管理を担当する医
師。

サングリア【さんぐりあ】
ワインにフルーツやスパイスを加えた、
甘味とフルーツの風味が特徴的な飲み
物。

酸性雨【さんせいう】
二酸化硫黄や窒素酸化物などが溶け込
んだ雨や霧、雪などが、通常よりも強
い酸性を示す現象をいう。

酸敗【さんぱい】
食品の脂質が酸化し、味やにおい、色
などが悪くなり食用として適さなくな
ること（微生物は関係しない）。

次亜塩素酸ナトリウム【じあえんそさんな
とりうむ】
殺菌や漂白に使われる塩素系の消毒剤
の一種。

シガテラ【しがてら】
おもに熱帯および亜熱帯海域に生息す
る毒魚によって起こる食中毒。死亡率
は低い。

死産率【しざんりつ】
出産1,000人あたりの死産（妊娠満12
週以後の死産）数。

シシカバブ【ししかばぶ】
肉をヨーグルト、オリーブオイル、玉
ねぎやスパイスなどでマリネして串に
刺して焼く串料理。

脂質【ししつ】
すぐれたエネルギー源。また、体内で
エネルギー源となるときに要するビタ
ミンB1の量が糖質よりも少ないため、
B1を節約することができ、脂溶性ビタ
ミン（A、D、E、K）の吸収を促進す
る作用もある。水に溶けずに、エーテ
ル、クロロホルムなどの有機溶媒に溶
ける。1gあたり9kcalあり、3大栄養
素のうちでもっとも高いエネルギーを
得られる。

脂質異常症【ししついじょうしょう】
血液中の脂質（コレステロールや中性
脂肪）の値が基準値から外れた状態。
動脈硬化を起こしやすく、心筋梗塞や
脳卒中のリスクが高くなる。生活習慣
病の1つとされる。かつては高脂血症
と呼ばれており「総コレステロール、
LDLコレステロール、中性脂肪のいず
れかが高いか、あるいはHDLコレステ
ロールが低い人」を指す言葉だった。
しかし、総コレステロールはLDLコレ
ステロ－ルとHDLコレステロ－ルの
総称なので、HDLコレステロールが高
くてLDLコレステロールが普通である
人も高脂血症と診断される場合があっ
た。また、HDKコレステロールだけ低
い状態を「高」脂血症と呼ぶのは不適
当であるという理由から、2007年4月
のガイドラインの改訂に伴い、脂質異
常症と名称が変更された。
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思春期【ししゅんき】
一般的に、12歳前後から17歳くらい
とされる。

自然増減率【しぜんぞうげんりつ】
人口1,000人あたりの1年間の人口自
然増減数。

自然毒食中毒【しぜんどくしょくちゅうど
く】
動物や植物がもともともっている有害
成分や、食物連鎖により体内に取り込
まれるなどした有毒成分などの自然毒
を保有する動植物を、誤って飲食する
ことで起こる。動物性と植物性がある。

市町村保健センター【しちょうそんほけん
せんたー】
市町村が設置し、保健師、看護師、栄
養士などが配置されている。「保健セ
ンター」とも呼ばれる。

シックハウス症候群【しっくはうすしょうこ
うぐん】
住宅建材や家具に使われた塗料や接着
剤などに含まれた化学物質（ホルムア
ルデヒド、トルエンなど）やダニやカ
ビなどが原因であるといわれる。目が
チカチカする、鼻水、吐き気、頭痛な
ど、人によってさまざまな症状を呈す
る。

湿式加熱【しつしきかねつ】
加熱調理操作の一種で、水を媒体とし
て熱を伝える。煮る、ゆでる、蒸すな
ど。

卓袱料理【しっぽくりょうり】
江戸中期～後期にかけて成立した。長
崎の西洋料理店が出していたオランダ
料理と、中国料理が組み合わさってで
きた料理。

指定添加物【していてんかぶつ】
安全性と有効性を確認して厚生労働大
臣が指定した食品添加物。

治部煮【じぶに】
石川の郷土料理。小麦粉をまぶした鴨
肉と季節の野菜、すだれ麩の煮物。

脂肪エネルギー比率【しぼうえねるぎーひ
りつ】
総摂取エネルギーに占める、総脂質か
らの摂取エネルギーの割合。

脂肪酸【しぼうさん】
脂質を構成する重要な要素。二重結合
が2 つ以上のものを多価不飽和脂肪酸
といい、二重結合の位置によってn-3
系脂肪酸（オメガ3脂肪酸）、n-6系脂
肪酸（オメガ6脂肪酸）に分けられる。

死亡率【しぼうりつ】
人口1,000人あたりの年間死亡数。

事務所衛生基準規則【じむしょえいせい
きじゅんきそく】
労働安全衛生法に基づいて定められた、
事務所の労働環境に関する規定。

社会福祉施設【しゃかいふくししせつ】
社会福祉法、生活保護法、児童福祉法、
母子および寡婦福祉法、身体障害者福
祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法
をもとにつくられた、社会福祉事業を
行うための施設の総称。

ジャポニカ米【じゃぽにかまい】
丸みを帯びた形状で、炊くと粘りが出
る。

収去検査【しゅうきょけんさ】
検査対象を抜き取って、食品衛生法に
基づいて行われる微生物や残留農薬、
添加物などの検査。

重合【じゅうごう】
化学反応により、分子が結合してより
分子量の大きい化合物になる現象をい
う。

周産期死亡率【しゅうさんきしぼうりつ】
出産1,000人に対する周産期の死亡率。

自由水【じゆうすい】
食品に含まれる水分のうち、微生物が
利用できる水のこと。

重要管理点【じゅうようかんりてん】
危害分析を行った結果、危害の発生を
防止するためにとくに厳重に管理する
必要がある段階。必須管理点ともいう。

主食【しゅしょく】
日常の食事の主体となり、エネルギー
源の中心となる食物。その土地の気候
風土などを強く反映しており、食文化
とも深く関わっている。

出生率【しゅっしょうりつ】
人口1,000人あたりの年間出生数。

受動喫煙【じゅどうきつえん】
健康増進法では、「人が他人の喫煙に
より、たばこから発生した煙にさらさ
れること」と定義されている。2020
（令和2）年に全面施行された改正健康
増進法により、たくさんの人が利用す
る施設は、原則屋内禁煙となった（た
だし、喫煙専用室等の設置は可能）。

シュラスコ【しゅらすこ】
牛肉や豚肉、鶏肉などを串に刺して炭
火で焼き上げ、岩塩などをつけて食べ
る料理。

消化【しょうか】
食品を、消化管内で吸収されやすい形
に分解すること。

消化吸収率【しょうかきゅうしゅうりつ】
食品が消化器官内でどれだけ消化され、
腸壁から吸収されるかを表したもの。

消化酵素【しょうかこうそ】
食べた食品を消化する酵素。でんぷん
を分解するアミラーゼ、たんぱく質を
分解するプロテアーゼ、脂肪を分解す
るリパーゼなどがある。

常食（普通食、固形食）【じょうしょく（ふ
つうしょく、こけいしょく）】
病気の回復期や食欲のある患者向けで、
健康な人の食事に準じた内容。主食は
ごはん、パン、麺類など。高脂肪のも
の、消化しにくいものは避ける。

精進料理【しょうじんりょうり】
仏教の教義にしたがい、豆腐や野菜、
種実類など植物性食品だけで調理した
料理。鎌倉時代に成立。

上水道【じょうげすいどう】
飲料水を供給する水道。日本の水道の
普及率は2021（令和3）年の時点で
98.2％となっている。
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小腸【しょうちょう】
十二指腸・空腸・回腸に分けられる。

照度【しょうど】
明るさの度合いを示す言葉。単位はル
クス。

少糖類【しょうとうるい】
単糖が2つ以上結びついたもの。多糖
類ほどは分子量が大きくない。二糖類
や三糖類がある。

消毒【しょうどく】
食中毒の原因となる微生物を殺す、ま
たは、たとえ死滅させなくても増殖能
力をなくすこと。物理的消毒法と科学
的消毒法の2つがある。

小児慢性特定疾患【しょうにまんせいとく
ていしっかん】
慢性で、長期にわたる病気のこと。生
活の質を著しく低下させ、高額医療費
の負担が長期にわたって続く。

消費期限【しょうひきげん】
定められた保存方法を守って保存して
いた場合において、安全に食べられる
期限（期限がすぎたら食べないほうが
よい）。

賞味期限【しょうみきげん】
定められた保存方法を守って保存して
いた場合において、品質が変わらずに
おいしく食べられる期限（期限をすぎ
ても食べられないわけではない）。

食医【しょくい】
調理を専門とする役人。

食育基本法【しょくいくきほんほう】
食育を計画的かつ包括的に推進するた
めに制定された法律。2005（平成17）
年、農林水産省が方針を定めたもので、
7つの基本理念と施策を通じて、食育
の推進の重要性を謳ったもの。同年7
月15日より施行された。

食育推進会議【しょくいくすいしんかい
ぎ】
食育を推進する食育推進基本計画を作
成している。2016（平成28）年に内
閣府から農林水産省に移管された。

食育推進基本計画【しょくいくすいしん
きほんけいかく】
食育の推進に関する、施策についての
基本的な方針や食育推進の目標などを
定めたもの。

食事箋【しょくじせん】
食事に関する医師の指示をまとめた書
類。食事箋をもとに、管理栄養士が献
立を考える。

食事バランスガイド【しょくじばらんすが
いど】
「何を」「どれだけ」食べたらよいかを、
コマをイメージしたイラストでわかり
やすく示したもの。主食、副菜、主菜、
牛乳・乳製品、果物の5つの料理に区
分され、1日にとる各料理の量も示さ
れている。食生活指針を具体的に行動
に結びつけるものとして、2005（平成
17）年に厚生労働省と農林水産省が決
定した。

食事誘発性熱産生（DIT）【しょくじゆう
はつせいねつさんせい】
食事や、消化・吸収で消費されるエネ
ルギーのこと。

食生活指針【しょくせいかつししん】
一人ひとりの健康増進、生活の質の向
上、食料の安定供給の確保などを図る
ことを目的に策定されたもの。2000
（平成12）年に、当時の文部省、厚生
省および農林水産省が連携して策定。
2016（平成28）年に一部改正された。

食中毒【しょくちゅうどく】
食中毒を起こすもととなる病原細菌や
ウイルス、あるいは、病原細菌が発生
した毒素、有毒な化学物質に汚染され
た食べ物を飲食することによって、下
痢や腹痛、発熱、嘔吐などの症状や神
経障害などが出る病気。死に至るケー
スもある。

食の外部化【しょくのがいぶか】
調理や食事を家庭外に依存すること。

食品【しょくひん】
植物性と動物性に大別される。1つで
も栄養素を含んでいること、有害な物
質を含んでいないこと、ヒトのし好に
適している（食用として好ましい）こ
との3つが、食品と呼ばれるための条
件である。

食品安全委員会【しょくひんあんぜんい
いんかい】
国民の健康の保護がもっとも重要であ
るという基本的認識のもと、関係行政
機関から独立して、科学的知見に基づ
き客観的かつ中立公正にリスク評価を
行う機関。2003（平成15）年に内閣
府により設置された。

食品安全基本法【しょくひんあんぜんき
ほんほう】
食品の安全性の確保に関して基本理念
を定め、関係者の責務・役割を明らか
にするとともに、施策の策定に関する
基本的な方針を定めることにより、食
品の安全性の確保に関する施策を総合
的に推進することを目的に、2003（平
成15）年に制定された。

食品衛生監視員【しょくひんえいせいか
んしいん】
輸入食品の監視、試験検査、検疫・衛
生、地方厚生局業務などを行う公務員。
厚生労働大臣、内閣総理大臣または都
道府県知事等は、食品衛生に関する指
導の職務を行わせるために食品衛生監
視員を命じ、食品衛生監視指導計画に
基づいて監視指導を行わなければなら
ない。

食品衛生管理者【しょくひんえいせいか
んりしゃ】
食品や添加物を製造・加工する施設に
おいて、食品の衛生を管理する国家資
格。乳製品、食肉製品、マーガリン、添
加物などの製造または加工を行う施設
は、その製造または加工を衛生的に管
理させるため、施設ごとに専任の職員
衛生管理者を置かなければならない。
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食品衛生推進委員【しょくひんえいせい
すいしんいいん】
食品衛生に関する内容ついて営業者か
らの相談に応じたり、営業者に対する
助言などを行ったりする。都道府県等
は、食品衛生の向上に関する自主的な
活動を促進するため、食品衛生推進員
を委嘱することができる。

食品衛生責任者【しょくひんえいせいせ
きにんしゃ】
営業施設で衛生管理や衛生教育、従事
者の健康管理などを行う。飲食店営業、
菓子製造業、食肉販売業や魚介類販売
業などの営業者は、都道府県の条例に
より、施設ごとに食品衛生責任者を選
任することが義務づけられている。

食品衛生法【しょくひんえいせいほう】
飲食に起因する衛生上の危害の発生を
防止する目的で、1947（昭和22）年、
内閣府令により制定された。対象とな
るのはすべての飲食物と食品添加物、
器具、容器包装。

食品監視安全課【しょくひんかんしあん
ぜんか】
飲食に起因する衛生上の危害の発生の
防止に関する調査や指導、食品衛生監
視員に関する業務などを行う。

食品関連事業者【しょくひんかんれんじ
ぎょうしゃ】
食品の製造者、加工者、輸入者、販売
者など。食品安全基本法では、次のよ
うに定義されている。「肥料、農薬、飼
料、飼料添加物、動物用の医薬品その
他食品の安全性に影響をおよぼすおそ
れがある農林漁業の生産資材、食品
（その原料または材料として使用され
る農林水産物を含む）、もしくは添加
物、器具、容器包装の生産、輸入また
は販売そのほかの事業活動を行う事業
者」。

食品基準審査課【しょくひんきじゅんしん
さか】
食品、洗浄剤などの衛生用品や、農薬
が含まれる、または付着している食品
の飲食に起因する衛生の危害の防止に
関する規格または基準に関連する業務
を行う。

食品添加物【しょくひんてんかぶつ】
食品の製造や加工、保存の目的で食品
に添加・混和される調味料、着色料、
保存料など。

食品の1次機能【しょくひんの１じきのう】
生命を維持するための機能。

食品の2次機能【しょくひんの２じきのう】
味、香りなど、感覚やし好性に関する
機能。

食品の3次機能【しょくひんの３じきのう】
健康増進や病気予防、老化防止などに
役立つ機能。

食品の褐変【しょくひんのかっぺん】
食品に含まれるポリフェノールが酸素
と結びつき、食品の色を変える現象。

食品表示法【しょくひんひょうじほう】
食品の表示について一般的なルールを
定める法律。食品を摂取する際の安全
性および消費者の自主的かつ合理的な
食品選択の機会を確保することを目的
としている。食品衛生法、JAS法、健
康増進法を一元化し、2015（平成27）
年4月に施行された。

食品リサイクル法【しょくひんりさいくるほ
う】
食品廃棄物の発生抑制・原料化・再利
用化に関する法律。正式な法律名は
「食品循環資源の再生利用等の促進に
関する法律」。2001（平成13）年から
施行された。

食品ロス【しょくひんろす】
まだ食べられるのに廃棄されてしまう
食品のこと。

食文化【しょくぶんか】
衣食住など、人間の生活行動に関する
技術や意識の文化を指す生活文化のな
かでも、とくに食物や食事に関する文
化のこと。食生活文化ともいう。

食物禁忌【しょくもつきんき】
宗教上の理由から禁止したり、避けた
りする食物のこと。食文化と宗教の関
係は深い。

食物繊維【しょくもつせんい】
体内に吸収されず、排出される。ヒト
の消化酵素では分解できない難消化性
の成分。水に溶けない不溶性食物繊維
と水に溶ける水溶性食物繊維に大別で
きる。大腸がん予防、血中LDLコレス
テロールの低下、糖尿病の予防などの
効果が知られ、第6の栄養素といわれ
ることもある。

食用微生物【しょくようびせいぶつ】
食品の加工に使用される微生物のこと。

食料自給率【しょくりょうじきゅうりつ】
国内で供給されている食料に対する国
内で生産されている割合。

食塊【しょっかい】
食べ物が咀嚼され、飲み込める状態に
なったもの。

ショ糖【しょとう】
ブドウ糖と果糖が1分子ずつ結合した
もの。

腎炎【じんえん】
血液をろ過する腎臓の糸球体に炎症が
起こる疾患。

真空調理法【しんくうちょうりほう】
生あるいは表面に軽く焦げ色をつける
などした食品を調味液と一緒に真空包
装したあと、低温で一定時間加熱し、
冷却または冷凍して保存・運搬するシ
ステム。提供時には再加熱する。

真空凍結乾燥（フリーズドライ）【しんくう
れんけつかんそう】
急速凍結した食品を減圧条件下で乾燥
する保存法。食品の組織や風味の損失
が少なく、多孔質のため復元性がよい
のが特徴。

神経管閉鎖障害【しんけいかんへいさし
ょうがい】
妊娠初期に起こる先天異常の1つ。脳
や脊髄などのもととなる神経管がうま
く形成されないことで起こる。

人工栄養【じんこうえいよう】
母乳以外の乳汁（母乳成分に近づけた
育児用ミルクなど）で育てること。
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人口静態統計【じんこうせいたいとうけ
い】
ある時点での人口およびその構造の統
計。老年人口指数、従属人口指数のほ
か、100人の労働者が支える高齢者の
数を示す「老年化指数」、15歳以上の
人口に占める労働力人口の割合を示す
「労働力人口比」がある。

人工透析【じんこうとうせき】
腎臓の働きが衰えると血液のろ過が十
分に行われなくなってしまう。その際、
人工的に血液の浄化を行う医療行為を
指す。

人口動態調査【じんこうどうたいちょうさ】
厚生労働省は「戸籍法」および「死産
の届出に関する規程」により、出生・
死亡・死産・婚姻・離婚の状況を調べ
るための「人口動態調査」を毎年実施
している。

新生児死亡率【しんせいじしぼうりつ】
出生1,000人あたりの新生児（生後4週
間未満）の死亡者数。

新生児メレナ【しんせいじめれな】
吐血や下血などの症状を呈する新生児
の病気。

腎臓病【じんぞうびょう】
急性腎炎、慢性腎炎、腎不全、ネフロ
ーゼ症候群などがある。

新調理システム【しんちょうりしすてむ】
従来の調理法（クックサーブ）と、新
調理（クックチル、クックフリーズ、真
空調理法、外部加工品の活用）を組み
合わせてシステム化した、集中計画生
産方式のこと。

じん肺【じんぱい】
粉じんを長期間吸い込み、それが肺に
付着することで起こる病気。進行する
と呼吸困難を引き起こし、気管支炎、
肺がん、気胸などの合併症にもかかり
やすくなる。

腎不全【じんふぜん】
腎炎などの病気で腎臓の機能が落ち、
老廃物を十分排泄できなくなった状態
をいう。

水質に関する3つの基準【すいしつにか
んするみっつのきじゅん】
①飲料水…水道法に基づく水道水質基
準　②公共用水域と地下水…環境基本
法に基づく環境基準　③工場、事業場
から公共用水域への排水…水質汚濁防
止法に基づく排水基準

水中油滴型（O／W）【すいちゅうゆてき
がた】
乳化の一種類。水の中に油が粒子とな
って分散している状態。マヨネーズ、
牛乳、生クリームなどが水中油滴型。

垂直感染【すいちょくかんせん】
母体から胎盤、産道、母乳を通じて乳
幼児に感染すること。

水分活性（Aw）【すいぶんかっせい】
食品中の自由水の割合は水分活性（範
囲は0～1.0）で表すことができ、微生
物の増殖に最適な水分活性は0.800～
0.999とされ、0.6以下では増殖しない。

水平感染【すいへいかんせん】
周囲の人やものから感染すること。新
型コロナウイルス（COVID-19）は、こ
の接触感染であるといわれていて、「3
密」が推奨されていた。

須恵器【すえき】
青灰色あるいは灰褐色の土器。

健やか親子21【すこやかおやこ21】
2001（平成13）年にスタートした、母
子の健康水準を向上させるためのさま
ざまな取り組みを提示した国民運動計
画。

スチームコンベクションオーブン【すちー
むこんべくしょんおーぶん】
ファンにより熱風を強制対流させるコ
ンベクションオーブンにスチーム発生
装置を取りつけた加熱調理機器。熱風
または蒸気、あるいは熱風＋蒸気で、
蒸す、焼く、煮るなどさまざまな調理
ができる。

ストレスチェック制度サポートダイヤル【す
とれすちぇっくせいどさぽーとだいやる】
ストレスチェック制度担当者等からの
ストレスチェック制度の実施方法、実
施体制、不利益な取り扱いなどに関す
る相談等が可能。厚生労働省が設けて
いる。

スモーガスボード【すもーがすぼーど】
日本のバイキング料理の原型。

ずんだ餅【ずんだもち】
宮城の郷土料理。すりつぶした枝豆を
あんにして、もちにからめたもの。

生活衛生・食品安全企画課【せいかつ
えいせい・しょくひんあんぜんきかくか】
食品の安全性の確保、生活衛生の向上
および増進に関する総合的な企画・立
案・調整などを行う。

生活活動【せいかつかつどう】
日常生活における労働や家事、歩行、
移動、食事など、日常におけるさまざ
まかつ基本的な活動をいう。

成人期【せいじんき】
一般的に、20歳前後から60代前半を
いう。

製造工程一覧図【せいぞうこうていいち
らんず】
材料などの受入から、製品の出荷もし
くは食事提供までの流れを工程ごとに
まとめたもの。

製造物責任法（PL法）【せいぞうぶつせ
きにんほう】
欠陥製品によって被害を受けた人を保
護する法律。消費者が品質の悪い製品
を購入し、その製品の欠陥が原因で生
命、身体または財産に損害を被った場
合、製造業者に過失がなくても、製造
物責任法にのっとり、損害賠償を求め
ることができる。この際、製造業者は、
過失の有無にかかわらず、製品によっ
て生じた損害を賠償する責任がある。
飲食店が提供する料理は、製造物とし
て製造物責任法の対象となる。一方、
米、野菜、果実、魚介類、肉などの加
工していない商品は対象にはならない。
1995（平成7）年に施行された。
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生存権【せいぞんけん】
誰もが人間らしく生きる権利がある。
その権利を保障するのは、国。そのた
め、日本国憲法に掲げられている。

青年期【せいねんき】
一般的に、18～29歳を指す。

製品説明書【せいひんせつめいしょ】
製品のレシピや仕様書など、安全につ
いての特徴をまとめた文書。

生物学的危害【せいぶつがくてききがい】
食品に潜む病原細菌や病原微生物、ウ
イルス、寄生虫などによって健康を損
なう危害。赤痢、コレラ、腸チフスな
どの病原微生物による経口感染症、微
生物性食中毒、寄生虫症がある。

成分調整牛乳【せいぶんちょうせいぎゅう
にゅう】
生乳から乳脂肪分、無脂乳固形分、水
分などを一部除去したもの。無脂乳固
形分は8％以上。

生命表【せいめいひょう】
ある期間における死亡状況（年齢別死
亡率）が今後変化しないと仮定したと
きに、各年齢の者が何年以内に死亡す
る確率や平均してあと何年生きられる
かという期待値などを、死亡率や平均
余命などの指標（生命関数）によって
表したものである。

節句【せっく】
季節の変わり目にそなえ物をささげて
祝う行事、またはその行事を行う日を
いう（節供とも書く）。

セレウス菌食中毒（嘔吐型）【せれうす
きんしょくちゅうどく】
セレウス菌は芽胞を形成する通性嫌気
性菌で、土壌や河川、植物などに広く
分布。セレウス菌食中毒は嘔吐型と下
痢型に大別され、嘔吐型は毒素型、下
痢型は感染毒素型。セレウス菌の毒素
によって汚染された食品を摂取するこ
とで、食中毒が起こる。日本で多いの
は嘔吐型。

洗浄【せんじょう】
食品の原材料、調理器具、容器などか
ら異物や汚れを取り除くこと。

潜水病【せんすいびょう】
深く潜水した人が、急激に水上に出る
と起こる病気。関節痛、筋肉痛、めま
い、意識障害などを起こす。減圧症。

蠕動運動【ぜんどううんどう】
腸管の収縮により、食べ物などを口側
から肛門に向かって送る運動。

潜伏期間【せんぷくきかん】
病原体に感染してから発症するまでの
期間。

千枚漬け【せんまいづけ】
京都の郷土料理。薄切りにした聖護院
かぶを使った甘味のある漬け物。

蘇【そ】
乳汁を煮詰めて濃くした乳製品。奈良
時代に食べられていた。

相乗効果【そうじょうこうか】
同じ系統の味を2種以上混ぜたとき、
その味がより強まる。

壮年期【そうねんき】
一般的に、30～49歳を指す。

咀嚼【そしゃく】
食べ物を噛んでだ液と混ぜ、飲み込み
やすくすること。

ぞめき料理【ぞめきりょうり】
徳島の郷土料理。竹ちくわ、わかめ、あ
ゆ、すだちなどを大皿に盛りつけた料
理。

ソラニン【そらにん】
じゃがいもが有する自然毒。嘔吐、下
痢、腹痛、めまい、動悸などを引き起
こす。

た

ターメイヤ【たーめいや】
そら豆のコロッケ。

大気汚染【たいきおせん】
大気中に不純物が多くなる状態。

大饗料理【だいきょうりょうり】
平安貴族の供応料理。料理を形式化し、
色、形、盛りつけの美しさを重視する。
貴族が大臣に任命された際や、正月な
どに行う盛大な饗宴（大饗）で振る舞
われる料理。

大腸【だいちょう】
盲腸・結腸・直腸に分けられる。結腸
はさらに上行結腸・横行結腸・下行結
腸・S状結腸に分けられる。

耐糖能【たいとうのう】
血糖値が高くなったときに、それを正
常値まで下げる能力。低下すると血糖
値が下がりにくくなる。

対比効果【たいひこうか】
2種の異なる味を混ぜたとき、一方が
もう一方の味を引き立てる。

大量調理施設衛生管理マニュアル【たい
りょうちょうりしせつえいせいかんりまにゅ
ある】
HACCPの概念に基づき、調理過程に
おける重要管理事項を示している。
1997（平成9）年に、大規模食中毒の
発生を未然に防止することを目的に厚
生省より提唱された。

多価不飽和脂肪酸【たかふほうわしぼう
さん】
不飽和脂肪酸の1つ。脂肪の構成要素
である脂肪酸のうち、植物や魚の脂に
多く含まれるものを不飽和脂肪酸とい
う。

タコス【たこす】
タコミートといわれる肉とレタスやト
マトなどの野菜、チーズを、トルティ
ーヤで挟んだもの。

だし
山形の郷土料理。細かく刻んだ野菜を
昆布や調味料と混ぜたもの。

多糖類【たとうるい】
単糖がいくつも連なった構造をもつ糖
類。

たらのじゃっぱ汁【たらのじゃっぱじる】
青森の郷土料理。たらのアラを野菜と
一緒に煮込む汁物。
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断食【だんじき】
イスラム暦の第9月をラマダン（ラマ
ダーン）といい、イスラム教徒はこの
期間は、日の出から日の入りまで一切
の飲食が禁じられる。ユダヤ教では年
6回の断食日が存在し、断食日には一
切の飲食が禁じられている。

胆汁【たんじゅう】
消化酵素を含まないが、脂質の消化吸
収に重要な役割を果たす。

単純脂質【たんじゅんししつ】
脂肪酸とアルコール（グリセロール）
のエステル。中性脂肪、コレステロー
ルエステルなどがある。

単純たんぱく質【たんじゅんたんぱくし
つ】
アミノ酸だけで構成されているたんぱ
く質。

炭水化物【たんすいかぶつ】
炭素と水の化合物。エネルギー源とな
る糖質と、体内の消化酵素では消化で
きない食物繊維から成り、1gあたり
4kcalのエネルギーをもつ。

炭水化物エネルギー比率【たんすいか
ぶつえねるぎーひりつ】
総摂取エネルギーに占める、炭水化物
からの摂取エネルギーの割合。

炭そ病【たんそびょう】
炭そ菌に感染してかかる病気。炭そ病
にかかった動物や、炭そで死亡した動
物に接触したりすることで起こり、皮
膚の異常や消化器の異常、呼吸器の異
常などの症状が現れる。人から人へは
感染しない。

単糖類【たんとうるい】
それ以上分解されない糖類。

たんぱく質【たんぱくしつ】
炭素、水素、酸素、窒素などを主成分
とし、約20種類のアミノ酸が結びつい
てできた栄養素。1gあたり4kcalのエ
ネルギーをもつ。

タンブルチラー【たんぶるちらー】
氷温冷却水を循環させて急速に冷却す
るドラム回転冷却器。

地域保健法【ちいきほけんほう】
地域保健対策の推進に関する基本方針
や保健所の設置などを定めた法律。
1994（平成6）年に制定された。

地球温暖化【ちきゅうおんだんか】
二酸化炭素やメタン、フロンガスなど
の排出量が増えて地表から放射される
熱を吸収し、大気を暖めることで気温
が上昇する現象をいう。

チャイ【ちゃい】
煮出した甘いスパイス入りのミルクテ
ィー。

茶会席料理（懐石料理）【ちゃかいせき
りょうり（かいせきりょうり）】
濃い抹茶をおいしく飲むために、茶の
前に出される軽い食事。一汁三菜が基
本。江戸時代以降は「懐石料理」と呼
ばれる。安土桃山時代に成立。

チャンプルー【ちゃんぷるー】
沖縄の郷土料理。豆腐といろいろな野
菜や肉などを炒めた料理。

中食【ちゅうしょく】
惣菜店やコンビニ、スーパーなどでお
弁当や惣菜などを購入したりデリバリ
ーサービスなどを利用したりして、家
庭外で調理・加工されたものを購入し
て食べる形態の食事。家庭の外で調理
されたものを購入してもち帰り、食卓
にそのまま提供すること。

中皮腫【ちゅうひしゅ】
肺、肝臓、胃、結腸などの内臓を覆う
中皮細胞にできる腫瘍のこと。悪性で
あることが多く、中皮全体に広がりや
すいのが特徴。

腸炎ビブリオ食中毒【ちょうえんびぶりお
しょくちゅうどく】
腸炎ビブリオはグラム陰性の通性嫌気
性菌。3％程度の塩分濃度の環境でよ
く増殖し、腸炎ビブリオに汚染された
食品（ほとんどは魚介類）を摂取する
と体内で毒素が産生され、これにより
食中毒が起こる。

腸管出血性大腸菌（Ｏ157）【ちょうか
んしゅっけつせいだいちょうきん（おーい
ちごなな）】
病原性大腸菌の1つで、代表的なのが
Ｏ157。Ｏ157は「ベロ毒素」（VT）と
いう強力な毒素をつくり出す性質があ
り、この毒素が体内で産生されること
により、食中毒を引き起こす。

調整素【ちょうせいそ】
5大栄養素の働きの1つ。身体の調子
を整える。ビタミン、無機質、たんぱ
く質が該当する。

調味料【ちょうみりょう】
甘味、酸味、塩味、うま味などの呈味
物質を含み、食材になかった味を加え
たりもち味を強調または抑制したり、
新しい風味を創造したりするために使
用される食品のこと。

調理【ちょうり】
食品材料にさまざまな物理的・科学的
処理を施し、食べられる状態の「食物」
につくり替えること。

調理加工食品類【ちょうりかこうしょくひ
んるい】
冷凍食品、レトルトパウチ食品、イン
スタント食品、缶詰など、調理済みの
食品。

調理技術技能評価試験【ちょうりぎじゅ
つぎのうひょうかしけん】
1982（昭和57）年に創設された国家
試験制度。現在は、厚生労働大臣に指
定された公益社団法人調理技術技能セ
ンターが実施している。

調理師会【ちょうりしかい】
日本調理師会、新日本調理師会などの
ほか、各地に調理師会がある。

調理師法【ちょうりしほう】
調理師ともっと深い関わりがある法律。
1958（昭和33）年5月10日に公布さ
れ、同年11月9日に施行された。

13



2024年版 一発合格!  よくわかる調理師試験  テキスト＆問題集

用語集

治療食【ちりょうしょく】
病気や症状を改善するために、栄養バ
ランスや制限する食品などを考慮して
つくられた食事のこと。一般食と特別
食がある。

チルド【ちるど】
低温貯蔵法の1つ。0℃前後で保存す
ること。

通性嫌気性【つうせいけんきせい】
酸素の有無に関わらず増殖する細菌を
いう。

つとっこ
埼玉の郷土料理。もち米と小豆をとち
の葉で包んでやわらかく煮たもの。

強火の遠火【つよびのとおび】
焼き魚の理想的な焼き方であるといわ
れる。強火で、かつ、食品を火から遠
ざけて焼くという意味の調理用語。熱
が均一に伝わること、うま味を逃さな
いこと、火がしっかりなかまでとおる
こと、表面の焼き色がきれいにつくこ
とが特徴。

低脂肪牛乳【ていしぼうぎゅうにゅう】
生乳から乳脂肪分の一部を減らし、低
脂肪にしたもの。無脂乳固形分は8％
以上、乳脂肪分は0.5％以上、1.5％以
下。

呈味成分【ていみせいぶん】
食品中に含まれる味の成分のこと。こ
れを舌にある味蕾と呼ばれる突起が感
じとって脳に伝え、味が認識される。

ティルテングパン【てぃるてんぐぱん】
煮る・炒める・焼く・揚げるなど多彩
な調理ができる調理器具。

テトロドトキシン【てとろどときしん】
ふぐの毒。内臓、とくに卵巣にあるこ
とが多い。

天然香料【てんねんこうりょう】
植物や動物から得られ、着香の目的で
使用される食品添加物。

ドウ【どう】
パンや麺類の種。

道教【どうきょう】
古代の民間信仰を基盤に不老長生や現
世利益などを目的とし、生まれた宗教。

凍結卵【とうけつらん】
液卵を凍結した製品。

糖質【とうしつ】
炭水化物から食物繊維を除いたもの。

とう精【とうせい】
玄米のぬか層を取り除いて白米にする
こと。精米ともいう。

とう精度【とうせいど】
加工時の、原料に対する製品の割合を
歩留まりといい、とう精度は玄米の歩
留まりによって決められている。

糖尿病【とうにょうびょう】
日本人の5～6人に1人がり患してい
るといわれる国民病。自覚症状が少な
く、少しずつ進行するため、気がつい
たときには重篤な合併症が進展してい
ることも多い。インスリンが十分に働
かないために、血液中を流れるブドウ
糖（糖）が増えてしまう病気。動脈硬
化、高血圧、腎臓病などさまざまな合
併症を引き起こす。

動物性たんぱく質比率【どうぶつせいた
んぱくしつひりつ】
たんぱく質の総摂取量に占める、動物
性たんぱく質の摂取量の割合。

動脈硬化性疾患【どうみゃくこうかしょう
しっかん】
狭心症や心筋梗塞などの心疾患および
脳出血、脳梗塞などの脳卒中を指す。

特殊健康診断【とくしゅけんこうしんだん】
労働安全衛生法に基づき、高気圧業務、
放射線業務、特定化学物質業務、石綿
業務、鉛業務、四アルキル鉛業の業務
の事業者は、特殊健康診断を実施しな
ければならない。

毒素【どくそ】
生物によって生じる毒性の物質。

毒素型【どくそがた】
食品中で産生された毒素を体内に摂取
することで起きる食中毒。

毒素型食中毒（細菌性食中毒）【どくそ
がたしょくちゅうどく（さいきんせいしょくち
ゅうどく）】
食品中で細菌が増殖し、そのときに産
生された毒素を摂取することによって
発症するタイプの食中毒。感染型に比
べて潜伏期間が短いのが特徴。

特定給食施設【とくていきゅうしょくしせ
つ】
特定かつ、多数の者に対して継続的に
食事を供給する施設を給食施設という。
そのなかでも、継続的に1回100食以
上、または1日250食以上の食事を供
給する施設を特定給食施設とする。食
事を供する相手が不特定であったり、
催しの際に臨時的に供したりする場合
は、これにあてはまらない。

特定保健指導【とくていほけんしどう】
生活習慣病の発症リスクは高いが、生
活習慣を改善することで生活習慣病の
予防効果が高くなると期待できる人に
対して、専門のスタッフ（保健師、管
理栄養士など）が生活習慣を見直すサ
ポートを行うこと。

特定保健用食品【とくていほけんようしょ
くひん】
特別用途食品の一種。身体の生理学的
機能などに影響を与える保健効能成分
を含んでおり、その成分を摂取するこ
とで、特定の保健の目的が期待できる
旨を表示できる食品。特定保健用食品
として販売するには、食品ごとに国の
審査を受け、許可を得る必要がある
（個別許可型）。「トクホ」と呼ばれ、特
定保健用食品であることを示すマーク
がつけられる。

特別牛乳【とくべつぎゅうにゅう】
特別牛乳さく取処理業の許可を受けた
施設で製造したものをいう。無脂乳固
形分は8.5％以上、乳脂肪分は3.3％以
上。

特別区【とくべつく】
東京都内23区のこと。
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特別食（特別治療食）【とくべつしょく（と
くべつちりょうしょく）】
医師が発行する食事箋に基づいた、エ
ネルギーや栄養素に制限がある食事の
こと。

特別用途食品【とくべつようとしょくひん】
乳幼児の発育や、妊産婦や病者の健康
の保持・回復などといった、特別な用
途に適した食品。特別用途食品の表示
には、内閣総理大臣より権限を委任さ
れた消費者庁長官の許可が必要。また、
許可された食品には、特別用途食品で
あることを示すマークがつけられる。

と畜場【とちくじょう】
食用に供する目的で獣畜をとさつ、解
体するために設置された施設。都道府
県知事らの許可を受けなければ設置で
きない。

と畜場法【とちくじょうほう】
国民の健康の保護を目的に、畜場の経
営および、食用に供するために行う獣
畜の処理が適正に行われるよう必要な
規制や措置を講じた法律。1953（昭和
28）年に施行された。

トムヤムクン【とむやむくん】
えびの入ったすっぱくて辛いスープ。

ドライシステム（乾式）【どらいしすてむ
（かんしき）】
調理機器などから水が床に落ちない構
造にすることで、床が常に乾いた状態
になるシステム。調理場内の湿気を少
なくすることで細菌の繁殖を防止する
とともに、水はねによる二次感染を防
止する。

トルティーヤ【とるてぃーや】
コーンフラワーや小麦粉でつくられた
薄焼きのパン。

どんこ
三陸沿岸でよくとれるゾイソアイナメ、
チゴダラのこと。

どんこなます
岩手の郷土料理。焼いたエゾアイナメ
と大根おろしの和え物。

ドンドゥルマ【どんどぅるま】
伸びるアイスクリーム。

な

内食【ないしょく】
外食・中食に対して、自宅で食材を調
理して食事をすること。

ナシゴレン【なしごれん】
東南アジア風の焼き飯。ご飯の上に目
玉焼きや野菜を添えるのが一般的。

納豆菌【なっとうきん】
食用の細菌類の一種。枯草菌という細
菌の一種。納豆づくりに利用される。

なれずし【なれずし】
魚などに塩を加えて漬け込み、自然発
酵させたもの。

軟食（粥食）【なんしょく（かゆしょく）】
流動食から常食への移行期に適した食
事で、やわらかく、消化されやすい。主
食は粥が中心。流動食固形物をほとん
ど含まない液状の食事。口腔に障害が
あるとき、急性の胃腸病や高熱がある
とき、手術後、重病のときなどに適し
ている。

新潟水俣病【にいがたみなまたびょう】
新潟県の阿賀野川流域で1964年ころ
から発生。熊本と同じ水銀による公害
病であることから第2水俣病と呼ばれ
た。

二重結合【にじゅうけつごう】
分子と分子の結びつき方の1つ。

日本海裂頭条虫【にほんかいれつとうじ
ょうちゅう】
サナダムシのこと。さけやますを原因
食品とする。

「日本食品標準成分表」【「にほんしょく
ひんひょうじゅんせいぶんひょう」】
食品に含まれる栄養成分を化学的に分
析したデータ表。「日本食品標準成分
表2020年版（八訂）」のデータの一部
を更新・追加した「日本食品標準成分
表（八訂）増補2023年」が、現在の最
新版。

日本人の食事摂取基準【にほんじんのし
ょくじせっしゅきじゅん】
健康増進法の第16条に基づき、国民の
健康の保持・増進を図るうえで摂取す
ることが望ましいエネルギーおよび栄
養素の量の基準を、厚生労働大臣が定
めたもの。国民の健康の保持・増進、
生活習慣病の予防のために必要なエネ
ルギーおよび栄養素の摂取量の基準を
示したガイドライン。5年ごとに改訂
が行われる。

二枚貝【にまいがい】
軟体動物。左右に2枚の貝殻がついて
いるため、この名がついた。2枚の貝
は蝶番で接触し、靭帯で結ばれている。
牡蠣のほか、あさりなどがある。

乳飲料【にゅういんりょう】
生乳や牛乳または乳製品などにココア
や果汁、カルシウム、鉄分などを加え
たもの。

乳酸菌【にゅうさんきん】
食用の細菌類の一種。糖質を発酵させ
て乳酸をつくる性質がある。ヨーグル
トや乳酸菌飲料、漬物づくりに利用さ
れる。

乳児期【にゅうじき】
出生から1歳未満まで。

乳児死亡率【にゅうじしぼうりつ】
出生1,000人あたりの年間乳児死亡数。
衛生状態を知るうえで重要な指標の1
つ。

乳児ボツリヌス症【にゅうじぼつりぬすし
ょう】
食品に含まれるボツリヌス菌が腸管内
で発芽、増殖し、その際に産生される
毒素によって発症する。症状は便秘、
哺乳力の低下、元気の消失、首のすわ
りが悪くなるなど。はちみつにはボツ
リヌス菌が混入していることがあり、
1歳未満の赤ちゃんが食べると乳児ボ
ツリヌス症を発症し、死に至るおそれ
がある。

煮る【にる】
調味料が入った液体の中で食品を加熱
する調理操作。
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妊娠高血圧症候群【にんしんこうけつあ
つしょうこうぐん】
妊娠時に高血圧となる疾患。妊娠中毒
症とも呼ばれる。

熱伝導率【ねつでんどうりつ】
ある物質の熱の伝わりやすさを表す値。

熱量素【ねつりょうそ】
５大栄養素の働きの1つ。酸素との化
学反応で燃焼し、熱（体温）や活動の
エネルギー源となる。たんぱく質、炭
水化物（糖質）、脂質が該当する。

ネフローゼ症候群【ねふろーぜしょうこう
ぐん】
尿にたんぱくがたくさん出てしまうこ
とで血液中のたんぱくが減り（低たん
ぱく血症）、その結果、浮腫（むくみ）
が起こる疾患。

練りくり【ねりくり】
宮崎の郷土料理。さつまいもともちを
練り、きなこをまぶしたおやつ。

のっぺ
新潟の郷土料理。里芋を主材料とした、
とろみのついた野菜の煮物。

ののこ飯【ののこめし】
鳥取の郷土料理。油揚げに生米、野菜
を詰めてだし汁で炊いた料理。「いた
だき」とも。

ノロウイルス【のろういるす】
非細菌性急性胃腸炎の原因となるウイ
ルス。ノロウイルスによる感染性胃腸
炎や食中毒は1年を通して発生してい
るが、とくに11～3月にかけて乳幼児
を中心に流行する傾向がある。

は

パーシャルフリージング【ぱーしゃるふりー
じんぐ】
低温貯蔵法の1つ。0～-3℃で保存す
ること。

廃棄物【はいきぶつ】
日常生活のごみや粗大ごみ、燃え殻、
汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカ
リ、動物の死体などの汚物または不要
物のこと。

廃棄物処理法【はいきぶつしょりほう】
正式な法律名は「廃棄物の処理および
清掃に関する法律」。

パエリア【ぱえりあ】
魚介類などの具を、底が浅く平らなパ
エリア鍋に入れ、サフランを加えて作
る炊き込みご飯。

バセドウ病【ばせどうびょう】
全身の臓器に作用して新陳代謝を過剰
に促進させる甲状腺機能亢進症。甲状
腺の働きが異常に活発化し、甲状腺ホ
ルモンが過剰に生産される。

バター【ばたー】
牛乳中の脂肪を加工したもの。乳脂肪
分が主成で、ビタミンA（レチノール、
カロテン）が含まれ、消化もよい。た
だし、血中LDLコレステロールを上げ
る不飽和脂肪酸も多く含まれる。

発酵【はっこう】
食品の炭水化物（糖質）やたんぱく質
が微生物に分解されることで起きる。

ハレの日【はれのひ】
行事などが行われるあらたまった日。
ハレの食事の起源は、祭礼や儀式のあ
とに、神にそなえた料理（神料理）を
下げて参列者で分けて食べる「直会」
で、神と食事をもとにする（神人供食）
ことで神と一体となり、その恩恵をい
ただくという意味がある。現代のハレ
の日の食事は、①伝統的に受け継がれ
てきた年中行事　②新しい風俗として
の年中行事　③個人や家族の通過儀礼
としての年中行事の3つに大きく分か
れる。

微好気【びこうき】
酸素が少量の状態。

ヒスタミン【ひすたみん】
まぐろ、かつお、さば、いわし、あじ
などの赤身の魚肉に多く含まれている
ヒスチジン（アミノ酸の一種）にヒス
タミン生成菌（モルガン菌等）などの
酵素が作用することで、生成される。
アレルギーに似た症状を引き起こす。

びっくり水【びっくりみず】
おもに豆類（大豆や小豆など）をゆで
ている途中で、少量の水を加えること。
差し水ともいう。

必須アミノ酸（非可欠アミノ酸【ひっす
あみのさん（ひかけつあみのさん）】
たんぱく質を構成するアミノ酸のうち、
人間が体内で生成できないもの。9種
類ある。

必須脂肪酸【ひっすしぼうさん】
脂質の主成分である脂肪酸のうち、人
間が体内で生成できないもの。

非必須アミノ酸（可欠アミノ酸）【ひひっ
すあみのさん（かけつあみのさん）】
体内で糖質や脂質からつくり出せるア
ミノ酸。

比熱【ひねつ】
1 gあたりの物質の温度を1℃上げる
のに必要な熱量のこと。

皮膚爬行症【ひふはこうしょう】
人間に感染した寄生虫が皮膚を移動す
ることで起こる病気。かゆみや腫れが
出る。
飛沫感染【ひまつかんせん】
感染源（感染者）のせきやくしゃみと
いった飛沫などに含まれる病原体によ
って感染する。

病原細菌【びょうげんさいきん】
病気の原因となる細菌をいう。
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病原性大腸菌食中毒（下痢原性大腸
菌）【びょうげんせいだいちょうきんしょく
ちゅうどく（げりげんせいだいちょうきん）】
大腸菌は家畜やヒトの腸内にも存在す
る細菌で、その多くに病原性はない。
しかし、病原性を示すものもあり、こ
れらを総称して病原性大腸菌、または
下痢原性大腸菌という。現在は腸管侵
入性大腸菌、腸管病原性大腸菌、腸管
毒素原性大腸菌、腸管集合性大腸菌、
腸管出血性大腸菌（Ｏ157）の5種類
が知られている。

フィッシュ&チップス【ふぃっしゅあんどちっ
ぷす】
タラなどの白身魚のフライとフライド
ポテト。

フードマイレージ【ふーどまいれーじ】
食べ物の輸送量に輸送距離を掛け合わ
せた数字をフードマイレージという。
フードマイレージが大きいほど輸送燃
料を多く使うため、環境への負荷も高
くなる。フードマイレージの低減には、
食料自給率を上げる、食品ロスをなく
す、地産地消を推進するなどの取り組
みが必要となる。

フォアグラ【ふぉあぐら】
鴨やガチョウの脂肪肝。必要以上にエ
サをたくさん与えて人工的に作る。

フォー【ふぉー】
米粉でつくった平打ちのめんをゆでて
スープに入れ、牛肉や鶏肉などの具を
加えたもの。

不快指数【ふかいしすう】
蒸し暑さのこと。以下の計算式で算出
できる。不快指数＝0.72×（乾球温度
℃＋湿球温度℃）＋40.6

深川めし【ふかがわめし】
東京の郷土料理。ネギとあさりのむき
身をみそで煮て、汁ごと炊き込みごは
んにかけた料理。

複合脂質【ふくごうししつ】
単純脂質にリン酸、炭水化物などが結
合したもの。

複合たんぱく質【ふくごうたんぱくしつ】
単純たんぱく質とほかの物質（核酸、
糖、脂質、リン酸、色素、金属など）
が結合したもの。

複合調理食品【ふくごうちょうりしょくひ
ん】
コロッケや餃子など、複数の原料を使
いつつどちらが主でもなく調理または
加工されている食品。食中毒等の発生
において、どの原料が原因食品である
かはっきりしない場合に使われる。

普茶料理【ふっちゃりょうり】
中国の隠元禅師が伝えた中国風の精進
料理。野菜、大豆製品、ごま、油脂、く
ず粉などを用いる。江戸初期。

物理的危害【ぶつりてききがい】
食品に混入した異物や害虫などによっ
て健康を損なう危害。

ブドウ球菌食中毒【ぶどうきゅうきんしょく
ちゅうどく】
毒素型食中毒の代表。ブドウ球菌には
黄色ブドウ菌、表皮ブドウ球菌などが
あり、ブドウ球菌食中毒の原因となる
のは黄色ブドウ球菌。黄色ブドウ球菌
は、サルモネラ属菌などに比べるとは
るかに多く存在する。食品に付着する
と、増殖時にエンテロトキシンという
毒素を産生し、これが食中毒の原因と
なる。

ふなずし
滋賀の郷土料理。塩漬けしたふなと米
を漬け込み、発酵させたなれずし。

腐敗【ふはい】
おもに食品のたんぱく質が微生物によ
って分解され、徐々に小さな化合物と
なって、不快な味になったり腐敗臭
（アンモニア臭）がしたり色が変化した
りして、不衛生な状態になること。

不飽和脂肪酸【ふほうわしぼうさん】
二重結合を1つだけもつ一価不飽和脂
肪酸と2つ以上もつ多価不飽和脂肪酸
に分けられ、多価不和脂肪酸はさらに
n-3系（オメガ3とも呼ばれる）とn-6
系に分類される。

フライヤー【ふらいやー】
てんぷらやフライなど、いわゆる揚げ
物を調理する器具。電気・ガスのほか、
油を使わないものも。

ブラストチラー【ぶらすとちらー】
冷風を吹きつけて急速冷却する装置。

ブランチング【ぶらんちんぐ】
サッと湯どおししたあとに水にとって
冷やすこと。色止めともいう。

振子運動【ふりこうんどう】
腸の一部分で収縮と弛緩が交互に起こ
ることで、食べ物などを移動させる運
動。

振り水【ふりみず】
全体にまんべんなく水を振りかけるこ
と。

ブリヤ・サバラン【ぶりや・さばらん】
19世紀のフランスの美食家、法律家。
著書『味覚の生理学』は『美味礼讃』
のタイトルで邦訳されている。

フレイル【ふれいる】
高齢者が心身や社会的なつながりが弱
くなった状態。放置すると要介護状態
になることも。

プロビタミン【ぷろびたみん】
ビタミン前駆体。ヒトの体内に摂り込
まれるか、紫外線に当たることでビタ
ミンに変化する物質。

文化【ぶんか】
人間が自らの知恵によって生み出して
きた、物質的・精神的な成果の一切。

粉砕【ふんさい】
固形の食品に力を加え、粉状にする調
理操作。

分節運動【ぶんせつうんどう】
腸に数㎝間隔でくびれが生じる分節に
分かれる動きで、食べ物などを粉砕す
る運動。

ヘット【へっと】
牛の脂を加工した油脂のこと。ビタミ
ンA、コレステロールが多い。
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ペプチドホルモン【ぺぷちどほるもん】
ホルモンの一種。細胞内のたんぱく質
を活性化させて生理作用を起こす。

へぼ飯【へぼめし】
へぼはクロスズメバチをはじめとする
地蜂の幼虫のこと。いわゆる蜂の子。
へぼ飯は岐阜の郷土料理で、クロスズ
メバチの幼虫の煮つけ入り混ぜごはん。

ヘム鉄【へむてつ】
ヘムというたんぱく質に包まれた状態
の鉄をいい、比較的吸収されやすい。

ペラグラ【ぺらぐら】
下痢、皮膚炎、認知症などの症状が起
こる。

へらへら団子【へらへらだんご】
神奈川の郷土料理。小麦粉などでつく
った平たい団子にあんをからめたもの。

べろべろ【べろべろ】
石川県の郷土料理で、石川県ではおせ
ち料理の定番でもある。溶き卵を砂糖
やしょうゆ、塩で調味し、寒天で冷や
し固めたもの。

偏性嫌気性【へんせいけんきせい】
酸素がまったくないか、微量のときだ
け増殖する。

変敗【へんぱい】
食品の炭水化物（糖質）や脂質が微生
物によって分解され、不快な味や（す
っぱい）においがしたり色が変化した
りして、食用に適さなくなること。

放射線障害【ほうしゃせんしょうがい】
電離放射線にさらされる業務による急
性放射線症、放射性皮膚障害、放射性
眼疾患、放射性肺炎、再生不良性貧血
等の造血器障害を指す。

膨潤【ぼうじゅん】
水などを吸収して膨張すること。

飽食【ほうしょく】
飽きるほどお腹いっぱいに食べられて、
食物に不自由しないこと。

包丁式【ほうちょうしき】
包丁人と呼ばれる料理人が、身分が高
い人の前で包丁さばきを見せること。
室町時代。

ほうとう
山梨の郷土料理。幅広の麺を具材とみ
そ仕立ての汁で煮込んだ料理。

保菌者【ほきんしゃ】
感染症の病原体を体内に保有しつつも、
その病気の症状を示さない人。無症状
病原体保有者。

保健機能食品【ほけんきのうしょくひん】
機能性を表示できる食品で、特定保健
用食品、機能性表示食品、栄養機能食
品の3つがある。

干し飯【ほしいい】
蒸して乾燥させた飯。湯や水に浸して
食べる。

母子健康手帳【ぼしけんこうてちょう】
1942（昭和17）年に厚生省（現厚生
労働省）が配布した妊産婦手帳が起源。
1948（昭和23）年に母子手帳に、さ
らに1966（昭和41）年に母子健康手
帳に名称変更された。

ポジティブリスト【ぽじてぃぶりすと】
使用してもよい食品添加物のリスト。
ここに記載されていない添加物を含む
食品は輸入禁止。

母子保健法【ぼしけんこうほう】
母と乳幼児に対する保健指導、健康検
査、医療などの措置について規定した
法律。1966（昭和41）年に施行され
た。

ボツリヌス菌食中毒【ぼつりぬすきんしょ
くちゅうどく】
ボツリヌス菌は芽胞を形成する偏性嫌
気性菌で、土壌や河川などに広く存在
する。低酸素状態に置かれると発芽・
増殖が起こり、毒素を産生。この毒素
によりボツリヌス食中毒が起こる。ボ
ツリヌス菌には7種類あるが、ヒトが
中毒症状を起こすのは、A型、B型、E
型、F型の4種類。

母乳栄養【ぼにゅうえいよう】
乳幼児を母乳で育てること。

ボルシチ【ぼるしち】
ビーツとたくさんの具材を煮込んだス
ープ。

ホルムアルデヒド【ほるむあるでひど】
合成樹脂食器などの原料。成型の際に
十分に加熱しないと食事中、食器など
から溶け出して食品と一緒に摂取して
しまい、中毒を起こすことがある。

ホルモン【ほるもん】
身体のさまざまな働きを調整する重要
な情報伝達物質。内分泌腺から分泌さ
れ、血液中を通ってさまざまな器官や
組織に運ばれる。

本膳料理【ほんぜんりょうり】
武士の供応料理。本膳、二の膳、三の
膳からなる「響の膳」に酒がつく。日
本料理の原型といえる。室町時代に成
立した。

本草学【ほんそうがく】
薬物についての学問。

ま

マーガリン【まーがりん】
精製した油脂に脱脂粉乳や発酵乳、食
塩などを加えて乳化し、練り合わせて
バター状にしたもの。植物性油脂を原
料としたマーガリンにはリノール酸が
含まれる。

マーストヒヤール【まーすとひやーる】
きゅうりとヨーグルトのサラダ。

マイコトキシン【まいこときしん】
食品に付着するカビが産生する毒素の
総称。カビ毒とも。

まご茶漬け【まごちゃづけ】
静岡の郷土料理。あじなどのたたきを
のせたお茶漬け。
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磨砕【まさい】
固形の食品をおろし金やミキサー、す
り鉢やマッシャーなどで、すりおろし
たりすりつぶしたりする調理操作。

マッシャー【まっしゃー】
ゆでてやわらかくしたいもや野菜など
をマッシュする（つぶす）ための調理
器具。

抹茶法【まっちゃほう】
茶葉を粉状にし、沸騰したお湯を入れ
て飲む方法をいう。

満漢全席【まんかんぜんせき】
「満州族と漢民族の料理を一堂にそろ
えた宴席」という意味。山海の珍を集
めた豪華絢爛な料理が並び、2～3日
かけて食べる。

ミオグロビン【みおぐろびん】
筋肉色素たんぱく質の1つ。ミオグロ
ビン含量が多いと魚肉が赤く見える。

水俣病【みなまたびょう】
熊本県水俣市において1953（昭和28）
年～1960（昭和35）年にかけて発生
した公害病。

無機質【むきしつ】
身体を構成する酸素、炭素、水素、窒
素の主要4元素以外のものの総称。

無形文化遺産【むけいぶんかいさん】
伝統的な芸能や工芸技術などの形のな
い文化で、土地の歴史や生活風習など
と密接に関わっているものをいう。

無酸素保存法【むさんそほぞんほう】
食品を無酸素状態にすることで、品質
の劣化や微生物の増殖を抑える保存法。
真空包装や、脱酸素剤を入れて酸素を
除去する方法、酸素を窒素や二酸化炭
素に置き換えるガス置き換え法などが
ある。

無脂肪牛乳【むしぼうぎゅうにゅう】
生乳から乳脂肪分をほとんど除去した
もの。無脂乳固形分は8％以上、乳脂
肪分は0.5％未満。

蒸す【むす】
沸騰した湯から発生する蒸気の熱を利
用した調理操作。食品に火が直接あた
らないため焦げる心配がなく、長時間
にわたって温度を維持しつつ加熱でき
る。

名称独占【めいしょうどくせん】
免許をもっている人だけが名乗ること
のできる資格など。名称独占の資格は、
調理師のほかに、栄養士、保育士、保
健師、作業療法士などがある。

メタボリックシンドローム【めたぼりっくし
んどろーむ】
内臓脂肪症候群。食生活の乱れや運動
不足などが理由で、内臓脂肪が必要以
上に蓄積すること。さまざまな生活習
慣病の原因となる。2001年にWHOが
病名と診断基準を発表。日本における
診断基準は2005年4月に公表された。

メッツ【めっつ】
身体活動の強さを表す指数。座って楽
にしている安静時の状態が1メッツ、
普通歩行が3メッツに相当する。

めのは飯【めのはめし】
島根の郷土料理。火であぶってもみほ
ぐした板わかめ（めのは）を、ごはん
にかけたもの。

芽胞【めほう】
一部の細菌が、生育環境が悪化した際
に形成する細胞。きわめて耐久性が高
く、100℃以上の熱にも耐えるものも
ある。

免疫グロブリン【めんえきぐろぶりん】
血液中や組織液中に存在する。IgG、
IgA、IgM、IgD、IgEの5種類がある。

両刃【もろは】
包丁の刃の形状で、左右対称に刃があ
るものをいう。切ったときに力が両側
に均等に加わるため、いも類や野菜類
など、かたいものを両切りや輪切りに
するのに適している。

や

薬事・食品衛生審議会【やくじ・しょく
ひんえいせいしんぎかい】
厚生労働省に設置されている審議会の
1つ。

薬食一如【やくしょくいちじょ】
医食同源とほぼ同じ意味で、身体によ
い食材を日常的に食べて健康を保てば、
とくに薬など必要としないという考え。

やせうま
大分の郷土料理。小麦粉をのばしてゆ
でたものにきなこや砂糖をまぶしたお
やつ。

宿主【やどぬし】
寄生虫やウイルスなどが寄生する相手
の生物（ヒト）を指す。

夜盲症【やもうしょう】
夕方になるとものが見えにくくなる状
態をいう。「鳥目」とも呼ばれる。

有訴者率【ゆうそりつ】
人口1,000人に対する、病気やケガな
どの自覚症状のある人（有訴者）の割
合。

誘導脂質【ゆうどうししつ】
単純脂質や複合脂質が加水分解されて
生じたもの。

誘導たんぱく質【ゆうどうたんぱくしつ】
たんぱく質が、熱、酸、酵素、アルカ
リ、アルコールなどにより変化したも
の。

遊離残留塩素濃度【ゆうりざんりゅうえん
そのうど】
水中に投入された殺菌力のある塩素の
濃度をいう。

油中水滴型（W／O）【ゆちゅうすいてき
がた】
乳化の一種類。油のなかに水が粒子と
なって分散している状態。バター、マ
ーガリンなどが油中水滴型。

ゆでる
大量の水の中で食品を加熱する調理操
作。
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要介護認定【ようかいごにんてい】
市町村の窓口に申請すると、訪問調査
が行われる。この訪問調査と主治医の
意見書をもとに、介護認定審査会にお
いて要介護（要支援）に該当するかど
うかの審査が行われる。要支援1～2、
要介護1～5のいずれかに認定されれ
ば、レベルに応じたサービスを利用で
きる。

容器包装リサイクル法【ようきほうそうりさ
いくるほう】
容器包装の分別排出・分別収集・再商
品化の促進を規定する法律。正式な法
律名は「容器包装に係る分別収集及び
再商品化の促進等に関する法律」。
1997（平成9）年から本格施行された。

幼児期【ようじき】
満1～5歳まで。

抑制効果【よくせいこうか】
2種以上の異なる味を混ぜたとき、そ
のうちの1つあるいはすべての味を弱
める効果のこと。

四日市ぜんそく【よっかいちぜんそく】
三重県四日市市を中心に1960（昭和
30）年ころから発生。

予防接種【よぼうせっしゅ】
ヒトの免疫のしくみを利用し、ワクチ
ンを接種することで病気に対する抵抗
力（免疫）を高める方法。多くの人の
口に入るものを扱う調理師は、予防接
種の完全実施に努める必要がある。

予防接種法【よぼうせっしゅほう】
感染症の予防・症状の軽減・蔓延防止
などを目的として1948（昭和23）年
に制定された。

ら

ラード【らーど】
豚の脂を加工した油脂のこと。不飽和
脂肪酸が多いためやわらかく、消化も
早い。

酪【らく】
乳汁を精製したもの。奈良時代に飲ま
れていた乳製品。

酪酸菌【らくさんきん】
食用の細菌類の一種。糖質を発酵させ
て酪酸をつくる性質がある。ぬかみそ
やチーズの風味と関係する。

リケッチア【りけっちあ】
発疹チフスやつつがむし病を引き起こ
す。

離漿【りしょう】
寒天ゼリーは時間が経つと水が出てく
るが、その現象を指す。離漿を防ぐに
は、寒天濃度、砂糖濃度を高くすると
よい。

リスクアナリシス【りすくあなりしす】
問題発生を未然に防止したり悪影響の
起きる可能性を低減したりして、リス
クを減らすあるいは撲滅するための枠
組み。

リスクコミュニケーション【りすくこみゅに
けーしょん】
リスク評価やリスク管理を行う際、そ
のすべての過程においてリスク評価者、
リスク管理者のみならず、消費者、事
業者、研究者、その他の関係者の間で、
相互に情報の共有や意見の交換を行う
こと。

離乳【りにゅう】
母乳や育児用ミルクなどの乳汁栄養か
ら、幼児食に移行する過程。通常は生
後5～6か月ごろからはじめ、12～18
か月ごろに完了する。

リノール酸【りのーるさん】
植物油のうち、とくにひまわり油、綿
実油に多く含まれる。

『料理物語』【『りょうりものがたり』】
江戸時代の料理書で、物語として伝聞
されてきた料理法などをまとめたもの。
著者は不明。底本は寛永20（1643）
年刊行。食材や調理法別に全20章から
なる。

緑黄色野菜【りょくおうしょくやさい】
カロテンを可食部100g中に600μg以
上含む野菜のこと。

冷蔵【れいぞう】
低温貯蔵法の1つ。０～10℃で保存す
ること。

冷凍【れいとう】
低温貯蔵法の1つ。－15℃以下で保存
すること。

労働安全衛生法【ろうどうあんぜんえい
せいほう】
労働者の安全と健康を確保し、快適な
職場環境の形成促進を目的に制定され
た法律。安全衛生教育や作業環境の整
備・測定、健康診断の実施、産業医制
度、健康管理手帳、病者の就業禁止、体
育活動やレクリエーションなどにおけ
る便宜供与、ストレスチェックなどが
規定されている。1972（昭和47）年
に制定された。「労安衛法」「安衛法」な
どともいわれる。

労働衛生【ろうどうえいせい】
労働者の生命や心身を、災害や職業上
のケガ、疾病などから守り、労働者の
福祉と健康の向上を図る公衆衛生活動。
労働衛生に関連する法律には、労働基
準法と労働安全衛生法の2つがある。

労働衛生教育【ろうどうえいせいきょうい
く】
就業前（配置前）の教育訓練および就
業後の定期的教育をいう。

労働衛生行政【ろうどうえいせいぎょうせ
い】
会社や工場、店舗など、事業所で働く
人などの健康や安全を守り、疾病を予
防するために行われる。

労働基準法【ろうどうきじゅんほう】
労働契約や賃金、労働時間、休日、年
次有給休暇、災害補償、就業規則、女
性や年少者の労働、衛生、寄宿舎など
について規定した法律。1947（昭和
22）年に制定された。「労基法」ともい
われる。

労働災害【ろうどうさいがい】
仕事中に起こる事故のこと。

ろ過【ろか】
圧力を加えずに、自然の重みで固形分
と液体分に分けること。
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ロコモティブシンドローム（ロコモ）【ろこ
もてぃぶしんどろーむ（ろこも）】
骨や関節、神経、筋肉などの運動器の
衰えによって、立つ・歩くといった移
動動作機能が低下した状態をいう。放
置すると寝たきりや要介護につながり
やすい。

数字

１次予防【１じよぼう】
健康な状態で、病気にならないように
したりその状態のまま健康な生活が送
れたりするようにする予防のこと。

1日摂取許容量（ADI）【１にちせっしゅき
ょようりょう】
ヒトが毎日、一生涯摂取し続けても、
健康への悪影響がないと推定される1
日あたりの摂取量。

2次汚染【２じおせん】
病原微生物が付着して汚染されている
食品を調理する過程で、まな板や包丁
などの調理器具や調理台が汚染され、
その汚染された調理器具や調理台を使
用して切った食材が、二次的に汚染さ
れてしまうこと。

２次感染【２じかんせん】
次の2つの意味がある。①同じ人が、
ある感染症に続いて別の感染症にかか
ること　②感染症にかかった人から、
ほかの人が感染すること。

2次予防【２じよぼう】
早期発見と早期治療。適切な医療が求
められる。

3R政策【３あーるせいさく】
廃棄物の排出抑制（Reduce）、再利用
（Reuse）、再資源化（Recycle）。頭文
字が3つともRであることから3Rとい
われる。

3次予防【３じよぼう】
後遺症の予防や社会復帰対策を目的と
した再発防止策を指す。

3大栄養素【３だいえいようそ】
炭水化物（糖質）、たんぱく質、ビタミ
ン、無機質（ミネラル）の5大栄養素
のうち、炭水化物、脂質、たんぱく質
の3つをとくに、3大栄養素という。

４S【４えす】
整理、整頓、清掃、清潔。ローマ字表
記の頭文字が4つともSであることか
ら4Sといわれるようになった。

5大栄養素【５だいえいようそ】
たんぱく質、炭水化物、脂質、ビタミ
ン、無機質の5つの栄養成分のこと。

6つの基礎食品【６つのきそしょくひん】
栄養成分の類似している食品を6群に
分類し、栄養素をバランスよく摂取す
るためにどのような食品を組み合わせ
ればよいかを示したもの。

A～Z

BMI（Body Mass Index）
肥満や低体重（やせ）の判定に用いら
れる国際的な指標。[体重（kg）]÷[身
長（m）の2乗]で算出される。

DHA（ドコサヘキサエン酸）
まぐろ、かつお、ぶり、さば、いわし
等に多く含まれる。脳や神経組織の機
能を高める働きがあるとされる。

EPA（エイコサペンタエン酸）
さば、いわし、まぐろ等に多く含まれ
る。コレステロール、中性脂肪を下げ
る作用があるとされる。

FAO（Food and Agriculture Organ
ization of the United Nations）
国際連合食糧農業機構。国際連合の専
門機関の1つ。貧困と飢餓をなくすた
めに、食料の安全保障と栄養、作物や
家畜、漁業と水産養殖を含む農業、農
村開発などを進めている。

HACCP
ハザップ。危害分析重要管理点。国連
食糧農業機関（FAO）と世界保健機関
（WHO）の合同機関であるコーデック
ス委員会から示された。国際的に認め
られた衛生管理法として、各国に採用
が推奨されている。

ILO（International Labour Organi
zation）
国際労働機関。労働者の権利、生活、健
康、安全などを守るために活動してい
る。

O／W
水中油滴型。乳化の一種類。水のなか
に油が粒子となって分散している状態。
マヨネーズ、牛乳、生クリームなどが
水中油滴型。

ppm
parts per million（パーツ・パー・ミ
リオン／100万分の1）の頭文字で、液
体の濃度を示す単位として使われる。

THP指針
THPとはトータル・ヘルスプロモー
ション・プラン（Total Health promo
tion Plan）の頭文字で、働く人が心身
ともに健康でいられるよう、職場で計
画的に行う健康教育などの活動のこと。
活動には、運動指導、メンタルヘルス
ケア、栄養指導、口腔保健指導（歯科
保健指導）、保健指導などがあり、産業
医、保健師・看護師、衛生管理者、人
事労務管理スタッフ、管理栄養士、歯
科衛生士などによるチームを立ち上げ
て推進するよう求められている。厚生
労働省が労働安全衛生法第70条に基
づき、1988（昭和63）年に策定した。

UN
United Nations。国際連合。第二次世
界大戦直後（1945年10月）に設立さ
れ、国際平和と安全の維持をおもな目
的とする、普遍的な平和機構である。
本部はアメリカのニューヨークにある。
WHOやFAOは国際連合の中の機関の
1つである。日本は1956年12月に加
盟した。
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UNESCO
United Nations Educational Scientif
ic and Cultural Organization。国際連
合教育科学文化機関（ユネスコ）。教育、
科学、文化を通じ、世界平和と人類の
福祉に貢献することを目的として活動
する国際機関。公衆衛生に直接かかわ
るわけではないが、国際機関の1つと
して覚えておくと良い。

UNICEF（United Nations Childre
n's Fund）
ユニセフ、国際連合児童基金。世界中
の子どもの健康および栄養の増進のた
めの活動を行っている。

W／O
油中水滴型。乳化の一種類。油のなか
に水が粒子となって分散している状態。
バター、マーガリンなどが油中水滴型。

WHO
世界保健機関。国連の専門機関の1つ
で、保健衛生の分野で始動・提案・勧
告などを行う。1948年に発足。公衆衛
生に関わる国際機関はほかにFAO、
ILOなどがある。

α-リノレン酸
しそ油、えごま油、アマニ油に多く含
まれる。

α化
β-でんぷんがα-でんぷんに変化する
こと。β-でんぷんは生のでんぷんの
ことで、そのままでは食べられないが、
水を加えて温度を上げていくと、でん
ぷんが水を吸収して膨らみ、60～75
℃以上の温度が続くとねばりが出て透
明な糊状になる。この状態のでんぷん
をα-でんぷんという。
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